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保
団
連
地
域
医
療
部
会
は
、

五
月
二
十
一
日
大
阪
に
て
開
催

さ
れ
た
。
最
初
に
医
科
歯
科
合

同
学
習
会
と
し
て
、「
在
宅
高

齢
者
の
口
腔
ケ
ア
の
意
義
と
実

践
」と
の
テ
ー
マ
で
、ま
ず
「
医

科
歯
科
『
同
行
訪
問
』
を
や
っ

て
み
て
」
と
題
す
る
実
践
報
告

を
、
医
科
よ
り
大
阪
平
野
で
開

業
す
る
酒
井
泰
征
氏
と
同
地
区

で
歯
科
を
開
業
す
る
段
野
雅
一

氏
か
ら
受
け
た
。

同
行
訪
問
は
、
歯
科
治
療
の

必
要
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
在

宅
患
者
の
主
治
医
が
、
名
簿
に

記
載
さ
れ
た
協
力
歯
科
医
に
連

絡
を
取
り
、
同
行
訪
問
の
日
程

を
調
整
す
る
。
初
回
の
訪
問
で

は
、
歯
科
医
が
主
治
医
と
一
緒

に
訪
問
す
る
。二
回
目
以
降
は
、

歯
科
医
師
が
単
独
で
訪
問
診
療

を
実
施
。
歯
科
側
が
治
療
経
過

を
主
治
医
に
報
告
。
同
行
訪
問

の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
患
者
家

族
に
安
心
感
を
得
や
す
い
こ

と
。
主
治
医
に
と
っ
て
歯
科
に

対
す
る
要
望
・
苦
情
を
聞
け
る

こ
と
。薬
の
過
剰
投
与
防
止
。食

事
や
口
腔
の
状
態
の
把
握
が
で

き
る
こ
と
な
ど
。
問
題
点
と
し

て
、
双
方
の
日
程
の
調
整
が
大

変
で
あ
る
こ
と
。
そ
こ
で
二
〜

三
人
ま
と
め
て
診
療
終
了
後
の

夜
に
実
施
す
る
こ
と
が
多
い
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
行
訪
問

は
、
良
い
こ
と
に
は
違
い
な
い

が
、現
実
踏
み
切
れ
な
い
。し
か

し
実
践
例
に
触
れ
る
と
、や
っ
て

み
て
も
良
い
か
な
あ
と
思
う
。

次
に
新
庄
文
明
氏
の
講
演

「
健
康
寿
命
と
歯
科
の
健
康
」

で
あ
る
。
新
庄
氏
は
歯
科
医
で

あ
る
が
、
阪
大
医
学
部
の
公
衆

衛
生
教
室
に
在
籍
し
、
歯
科
公

衆
衛
生
部
門
で
指
導
的
な
役
割

を
果
た
さ
れ
て
い
る
著
名
な
方

だ
そ
う
だ
。「
健
康
日
本
二
十

一
」
の
歯
科
分
科
会
委
員
も
さ

れ
て
い
る
。

最
近
の
口
腔
ケ
ア
に
関
わ
る

厚
生
科
学
研
究
の
最
新
の
知
見

や
、
フ
ィ
ー
ル
ド
活
動
で
得
ら

れ
た
成
果
を
す
り
合
わ
せ
、
特

に
残
存
歯
牙
と
寝
た
き
り
度
と

の
明
確
な
相
関
が
あ
る
こ
と
な

ど
か
ら
、
口
腔
衛
生
が
全
身
状

態
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

を
実
証
さ
れ
、
大
変
感
銘
を
受

け
た
。

と
に
か
く
保
団
連
の
地
域
医

療
部
会
の
部
員
、
報
告
に
出
て

こ
ら
れ
る
歯
科
の
先
生
方
は
大

変
元
気
が
よ
い
。
日
常
歯
科
診

療
の
傍
ら
、
在
宅
の
患
者
さ
ん

も
三
十
〜
四
十
人
か
か
え
、
飛

び
回
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
。

午
後
は
、
前
半
は
医
科
・
歯

科
合
同
部
会
と
し
て
、
後
半
は

医
科
部
会
が
開
か
れ
た
。
合
同

部
会
の
討
議
事
項
と
し
て
、
秋

の
保
団
連
医
療
研
究
集
会
の
特

別
講
座
を
、「
健
康
で
暮
ら
せ

る
ま
ち
づ
く
り
活
動
」
と
さ
れ

た
が
、
こ
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し

い
記
念
講
演
の
演
者
と
し
て
、

都
立
大
教
授
の
星
恒
二
氏
を
第

一
候
補
に
選
ん
だ
。
そ
の
ほ
か

部
員
の
役
割
分
担
、
児
童
手
当

法
改
正
案
の
問
題
点(

改
善
と

言
わ
れ
な
が
ら
実
は
増
税
が
あ

り
、
本
質
は
改
悪
！)

な
ど
の

問
題
を
討
議
し
た
。

後
半
の
医
科
部
会
で
は
、
今

次
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
の

討
論
。
健
康
で
暮
ら
せ
る
ま
ち

づ
く
り
に
つ
い
て
、
乳
幼
児
医

療
助
成
制
度
に
関
連
す
る
問
題

に
つ
い
て
、
介
護
保
険
の
問
題

点
な
ど
広
汎
な
問
題
に
つ
い
て

時
間
い
っ
ぱ
い
論
議
し
た
。

五
月
二
十
一
日
、
保
団
連
会

議
室
に
て
二
〇
〇
〇
年
度
第
一

回
保
団
連
財
政
部
会
が
行
わ
れ

た
。
今
年
度
は
、
財
政
部
員
の

半
数
が
入
れ
替
わ
り
、
昨
年
度

ま
で
と
は
違
っ
た
雰
囲
気
で
始

ま
っ
た
。

今
回
の
主
題
は
、
一
九
九
九

年
度
決
算
案
と
二
〇
〇
〇
年
度

補
正
予
算
案
に
つ
い
て
の
検
討

で
あ
る
。
一
九
九
九
年
度
決
算

案
で
は
、
会
員
の
増
加
率
の
鈍

化
に
も
か
か
わ
ら
ず
財
政
状
況

は
健
全
で
、
実
質
収
支
は
前
年

度
比
千
三
百
二
十
万
円
増
の
二

億
四
千
六
百
七
十
万
円
と
な
っ

た
。
①
団
体
会
費
を
引
き
上
げ

ず
、
②
活
動
水
準
は
維
持
・
発

展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
③
各
協

会
へ
の
財
政
援
助
を
九
年
連
続

し
て
拡
充
し
、
④
あ
わ
せ
て
中

長
期
の
財
政
基
盤
強
化
を
図
る

と
い
う
か
な
り
欲
張
っ
た
四
本

柱
を
着
実
に
こ
な
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
保
団

連
と
協
会
と
の
間
に
財
政
上
の

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
た
こ

と
、
退
職
積
立
金
、
特
別
積
立

金
の
大
き
な
伸
び
か
ら
く
る
課

税
上
の
問
題
な
ど
、
解
決
す
べ

き
問
題
も
生
じ
て
い
る
。

二
〇
〇
〇
年
度
の
補
正
予
算

に
つ
い
て
は
六
月
二
十
五
日
の

代
議
員
会
扱
い
と
な
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
医
療
運
動
対
策
、
情

報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
対
策
、

事
務
局
給
与
な
ど
小
幅
な
も
の

に
と
ど
ま
っ
た
。

そ
の
他
の
話
題
で
は
、
保
団

連
事
務
局
員
の
給
与
引
き
下
げ

に
関
連
し
て
、
保
団
連
と
各
協

会
事
務
局
員
の
給
与
・
退
職
金

の
格
差
に
つ
い
て
活
発
に
討
議

さ
れ
た
。
と
く
に
、
石
川
協
会

が
気
に
し
て
い
た
退
職
金
に
関

し
て
は
、
三
十
三
年
勤
続
で
六

十
二
・
七
カ
月
と
な
る
保
団
連

の
高
額
退
職
金
は
、
財
政
規
模

の
小
さ
い
全
国
各
協
会
と
の
バ

ラ
ン
ス
に
欠
け
る
こ
と
、
今
後

続
出
す
る
定
年
退
職
者
へ
の
心

配
な
ど
よ
り
、
引
き
下
げ
に
向

け
た
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
り

そ
う
だ
。

保
団
連
第
一
回
財
政
部
会 

理
事
　
西
田
　
直
巳
（
金
沢
市
・
小
児
科
） 

保
団
連
第
一
回
地
域
医
療
部
会 

理
事
　
喜
多
　
徹
（
野
々
市
町
・
内
科
） 

こ
の
討
議
の
中
で
、
現
今
の

退
職
金
の
相
場
、
保
団
連
発
行

の
「
魅
力
あ
る
医
院
経
営
と
ス

タ
ッ
フ
対
策
」
掲
載
の
資
料
な

ど
よ
り
勤
続
三
十
年
以
上
の
退

職
金
支
給
率
は
四
十
カ
月
が
妥

当
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
の

印
象
を
持
っ
た
が
、
全
国
各
協

会
の
給
与
・
退
職
金
支
給
率
に

関
し
て
の
資
料
不
足
の
た
め
、

次
回
財
政
部
会
で
本
格
的
討
議

を
す
る
予
定
で
あ
る
。

そ
の
他
、
四
〇
％
強
の
協
会

が
何
ら
か
の
窃
盗
被
害
に
あ
っ

て
い
る
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
を
踏
ま
え
、
協
会
の
安
全
対

策
に
関
し
て
石
川
協
会
に
特
別

発
言
を
求
め
ら
れ
、
先
般
の
石

川
協
会
盗
難
事
件
の
概
要
を
報

告
し
た
。

第
三
回
理
事
会
は
一
カ
月

半
ぶ
り
の
開
催
で
あ
る
。
そ

の
せ
い
か
出
席
、
集
合
と
も

に
よ
く
、
ほ
ぼ
定
刻
に
始
ま

っ
た
。
討
議
は
、
四
月
十
八

日
の
「
社
保
協
と
の
懇
談
を

ふ
ま
え
た
共
同
取
り
組
み
に

つ
い
て
」か
ら
始
ま
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
保
団
連
発
行
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
「
い
っ
し
ょ
に

変
え
ま
し
ょ
う
い
の
ち
と
く

ら
し
優
先
の
政
治
に
」
を
有

効
活
用
し
た
運
動
を
具
体
化

し
て
い
く
方
向
で
ま
と
ま
っ

た
。こ

れ
に
関
連
し
て
六
月
二

十
五
日
に
予
定
さ
れ
て
い
る

衆
議
院
選
挙
、
参
議
院
補
欠

選
挙
の
立
候
補
者
へ
の
医
療

福
祉
政
策
ア
ン
ケ
ー
ト
に
関

し
て
討
議
し
た
。
①
高
齢
者

の
窓
口
負
担
増
案
②
介
護
保

険
制
度
の
利
用
者
負
担
の
軽

減
措
置
③
乳
幼
児
医
療
費
の

助
成
制
度
を
国
家
制
度
に
す

る
こ
と
④
消
費
税
の
福
祉
目

的
税
化
の
四
点
に
つ
い
て
考

え
を
聞
く
こ
と
に
な
っ
た
。

今
回
は
、
現
職
首
相
の
意
見

を
聞
け
る
の
で
今
後
の
運
動

の
参
考
に
な
る
こ
と
が
大
き

い
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
身
障
者
の
介
護
保

険
利
用
者
負
担
軽
減
事
業
を

六
月
議
会
に
間
に
合
う
よ
う

県
へ
要
請
し
て
い
く
こ
と
が

決
ま
っ
た
。

続
い
て
二
十
一
日
に
迫
っ

た
北
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
へ

の
対
応
、
事
務
局
次
長
の
設

置
に
つ
い
て
の
討
議
が
行
わ

れ
、
い
ず
れ
も
実
行
に
移
す

決
定
が
な
さ
れ
た
。

こ
の
後
、
報
告
事
項
に
移

っ
た
。
主
な
も
の
は
、
会
員

増
一
人
、
倒
産
し
た
第
一
火

災
の
契
約
者
へ
の
対
応
、
歯

周
病
と
全
身
疾
患
の
研
究
会

の
計
画
、
レ
セ
プ
ト
提
出
延

期
の
申
し
入
れ
を
し
た
こ

と
、
保
険
審
査
通
信
へ
の
コ

メ
ン
ト
、
介
護
保
険
オ
ン
ブ

ズ
パ
ー
ソ
ン
の
立
ち
上
げ
、

褥
創
治
療
の
講
演
会
の
企

画
、
『
石
川
保
険
医
新
聞
』

八
月
号
特
別
企
画
の
座
談
会

へ
の
参
加
者
の
決
定
な
ど
で

あ
る
。

重
要
議
題
が
か
な
り
あ
っ

た
が
、
理
事
会
の
な
か
っ
た

一
カ
月
半
の
遅
れ
を
取
り
返

す
べ
く
、
す
べ
て
の
検
討
項

目
で
実
施
へ
向
け
て
の
決
議

が
得
ら
れ
た
。【

西
田
　
記
】

第3回理事会点描 

たくさんの重要議題 
理事会の総力で決議 

（5月16日・12人出席） 
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第1回は「糖尿病と歯周病」を聞く 
浦崎　裕之 （金沢市・歯科） 

囲 

解 
答 

碁 

１の置きが正解です。３のハネ 
から行くのは白１と受けられて 
失敗です。 

（問題は12面にあります） 

4
2
13

5

復
、
健
康
増
進
の
た
め
、
歯
科

と
医
科
の
先
生
方
が
質
の
高
い

情
報
を
提
供
し
合
え
ば
、
よ
り

有
意
義
で
す
の
で
、
今
後
の
研

究
会
で
も
ぜ
ひ
多
く
の
先
生
方

に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
活
発
な

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
で
き
れ

ば
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
各
研

究
会
で
の
、
講
師
の
先
生
の
講

演
内
容
な
ど
は
、
本
に
編
集
し

て
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す
。締切迫る！！ 6月28日まで 

◆経費節減・相続税対策におすすめ◆ 

グループ保険の6つの特徴 

1．診査なしで加入できる 
2．安い保険料で高額保障 
3．70歳以上も継続加入できる 
4．税法上の特典がある（1年決算） 
5．剰余金に応じて配当 
6．配偶者もお子様も加入できる 

お申し込みは 

石川県保険医協会　1（076）222‐5373 ●お申し込みは保険医協会まで　TEL076（222）5373

「歯周病と全身疾患の研究」シリーズの計画 
回 日　時 テ　ー　マ　／　講　師 

1

2

3

4

5

6

5月20日（土） 

6月17日（土） 

7月22日（土） 

8月26日（土） 

9月　9日（土） 

9月30日（土） 

●テーマ／糖尿病と歯周病 
●講　師／永井　幸広氏（金沢市民病院内科医長） 
●テーマ／女性と歯周病 
●講　師／朝本　明弘氏（県立中央病院産婦人科部長） 
●テーマ／骨粗鬆症と歯周病 
●講　師／木藤　知佳志氏（福井県立病院内科部長） 
●テーマ／心臓疾患と歯周病 
●講　師／柴山　真介氏（柴山クリニック院長） 
●テーマ／呼吸器疾患と歯周病 
●講　師／小川　晴彦氏（済生会金沢病院呼吸器科医長） 
●テーマ／タバコと歯周病 
●講　師／服部　真氏（城北病院副院長） 

★いずれも開催時間は午後7時～午後9時、会場は金沢都ホテルです。 

五
月
二
十
日
（
土
）、
金
沢
都
ホ
テ
ル
で
、「
歯
周
病
と
全

身
疾
患
の
研
究
会
」
シ
リ
ー
ズ
第
一
回
と
し
て
、「
糖
尿
病

と
歯
周
病
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
講
演
会
が
開
か
れ
た
。
講
師

に
金
沢
市
立
病
院
内
科
医
長
の
永
井
幸
広
先
生
を
お
迎
え

し
、
四
十
九
人
の
歯
科
医
師
、
医
師
、
ス
タ
ッ
フ
ら
が
出
席

し
た
。

こ
の
あ
と
に
も
五
回
の
シ
リ
ー
ズ
が
企
画
さ
れ
て
お
り
、

医
科
会
員
か
ら
も
期
待
さ
れ
る
人
気
を
集
め
る
研
修
会
に
な

っ
て
い
る
。

歯
周
病
は
、
糖
尿
病
、
心
臓

血
管
系
疾
患
、呼
吸
器
系
疾
患
、

早
期
低
体
重
児
出
産
等
の
リ
ス

ク
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
、
金
沢
市
立
病

院
内
科
医
長
の
永
井
先
生
を
お

招
き
し
て
、『
糖
尿
病
と
歯
周

病
』
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
糖
尿

病
に
つ
い
て
の
知
識
を
深
め
、

歯
科
と
内
科
と
の
連
携
に
つ
い

て
考
え
る
た
め
、
研
究
会
を
開

催
し
ま
し
た
。

永
井
先
生
よ
り
、
糖
尿
病
の

現
況
、
新
し
い
診
断
基
準
と
分

類
、
血
糖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
指
標

に
関
す
る
基
礎
知
識
と
目
標
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
値
な
ど
に
つ
い
て

詳
し
い
解
説
が
あ
り
ま
し
た
。

歯
周
病
が
糖
尿
病
の
リ
ス
ク

フ
ァ
ク
タ
ー
と
す
る
に
は
、
例

え
ば
、
①
歯
周
病
の
患
者
さ
ん

に
は
、
歯
周
病
で
な
い
患
者
さ

ん
に
比
べ
、
よ
り
多
く
の
糖
尿

病
が
発
現
す
る
②
歯
周
病
が
始

ま
る
と
、
糖
尿
病
が
生
じ
る
③

歯
周
病
を
治
療
す
る
と
糖
尿
病

が
改
善
す
る
、
と
い
う
こ
と
が

も
っ
と
明
ら
か
に
な
ら
な
く
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
現
在
そ
の
関

連
性
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な

論
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
ま
し
た
が
、
現
時
点
で
は

ま
だ
不
十
分
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
関
連
性
に
つ

い
て
は
今
後
ど
ん
ど
ん
明
ら
か

に
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
わ
れ

わ
れ
歯
科
医
は
、
糖
尿
病
の
患

者
さ
ん
の
歯
科
治
療
に
際
し
て

は
、
糖
尿
病
を
視
野
に
入
れ
、

血
糖
値
の
変
化
を
読
み
と
り
な

が
ら
（
患
者
さ
ん
は
糖
尿
手
帳

を
持
っ
て
い
て
、
デ
ー
タ
等
記

入
さ
れ
て
ま
す
）
歯
周
治
療
を

行
い
、
症
例
を
検
討
し
て
い
く

こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
内
科
の
先
生
に
は
、

歯
周
病
を
尿
路
感
染
や
皮
膚
感

染
症
と
同
じ
よ
う
に
、
局
所
の

感
染
症
と
位
置
づ
け
て
頂
き
、

糖
尿
病
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
影

響
を
及
ぼ
す
可
能
性
も
あ
る
疾

患
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

研
究
会
で
は
、
歯
周
病
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
イ
ン
ス

リ
ン
が
離
脱
で
き
た
、
開
業
医

と
し
て
歯
科
と
も
っ
と
コ
ン
タ

ク
ト
を
持
つ
必
要
を
感
じ
た
、

な
ど
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

今
後
、
研
究
会
の
テ
ー
マ
と

し
て
『
女
性
』、『
骨
粗
鬆
症
』、

『
心
臓
疾
患
』、『
呼
吸
器
疾
患
』

が
続
き
ま
す
。

歯
周
病
を
単
に
口
腔
感
染
症

と
考
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
全

身
疾
患
の
一
つ
の
リ
ス
ク
フ
ァ

ク
タ
ー
と
し
て
と
ら
え
、
口
腔

の
健
康
の
回
復
の
み
で
は
な

く
、
全
身
の
健
康
へ
の
影
響
を

考
え
な
が
ら
歯
周
病
治
療
を
進

め
て
い
く
必
要
が
、
今
後
ま
す

ま
す
重
要
に
な
る
と
思
わ
れ
ま

す
。今

回
の
研
究
会
で
は
、
永
井

先
生
を
は
じ
め
内
科
の
先
生
方

か
ら
貴
重
な
ご
意
見
を
頂
き
ま

し
た
が
、
患
者
さ
ん
の
健
康
回

今
回
の
診
療
報
酬
改

定
で
は
、
医
療
抜
本
改

革
の
先
取
り
の
項
目

が
、
多
く
取
り
入
れ
ら

れ
た
が
、
私
た
ち
が

日
々
の
診
療
を
通
し
て

感
じ
て
い
た
不
合
理
な
点
は
ま
っ
た

く
改
定
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
増
大
し
て

い
る
。
処
置
を
行
う
耳
鼻
科
や
外
科

に
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

の
不
合
理
な
点
を
眼
科
の
立
場
か
ら

い
く
つ
か
問
題
提
起
し
て
み
た
い
。

今
回
、
外
来
管
理
加
算
が
十
点
引

き
上
げ
ら
れ
、
診
療
所
に
お
い
て
一

般
で
は
、
五
十
二
点
、
老
人
で
は
五

十
七
点
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
眼
科

診
療
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
の
症
例
に

対
し
て
行
う
細
隙
燈
顕
微
鏡
検
査
は

三
十
八
点
の
ま
ま
で
、
細
隙
燈
顕
微

鏡
検
査
だ
け
を
し
た
場
合
、
検
査
を

せ
ず
に
薬
を
処
方
し
た
方
が
診
療
報

酬
が
高
く
な
る
こ
と
と
な
っ
た
。
細

隙
燈
顕
微
鏡
検
査
以
外
に
も
、
眼
科

で
頻
繁
に
行
わ
れ
る
検
査
や
処
置
の

点
数
は
、
ほ
と
ん
ど
が
外
来
管
理
加

算
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
。
厚
生
省

は
、
検
査
や
処
置
を
せ
ず
に
薬
を
処

方
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
眼
科
医
の
技
術
が
あ
ま
り

に
も
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

納
得
い
か
な
い
。

ま
た
、
今
回
点
数
が
大
き
く
引
き

下
げ
ら
れ
た
も
の
に
白
内
障
の
手
術

が
あ
る
。
白
内
障
の
手
術
は
こ
こ
数

年
の
間
に
大
き
な
発
展
を
遂
げ
た
。

と
こ
ろ
が
、
高
価
な
超
音
波
手
術
装

置
を
必
要
と
す
る
現
在
の
手
術
と
、

以
前
の
超
音
波
を
使
わ
な
い
手
術
で

は
、
ほ
と
ん
ど
点
数
に
差
が
な
い
。

厚
生
省
は
超
音
波
を
使
わ
ず
に
よ
り

安
価
な
眼
内
レ
ン
ズ
を
使
う
昔
の
手

術
を
推
奨
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

一
方
、
点
数
が
引
き
上
げ
ら
れ
た

も
の
に
網
膜
光
凝
固
術
が
あ
り
、
特

殊
な
場
合
で
二
万
千
五
百
点
に
な
っ

た
。
こ
れ
は
、
糖
尿
病
網
膜
症
な
ど

の
眼
底
出
血
に
対
し
て
進
行
を
防
ぐ

た
め
に
行
う
治
療
法
だ
が
、
こ
の
治

療
に
よ
り
視
力
が
今
よ
り
改
善
す
る

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
三

割
負
担
で
六
万
四
千
五
百
円
に
も
な

る
と
、
患
者
さ
ん
は
な
か
な
か
受
け

た
が
ら
な
い
の
が
、
実
状
で
あ
る
。

技
術
的
に
も
白
内
障
に
比
べ
て
極
め

て
簡
単
な
の
に
、
な
ぜ
網
膜
光
凝
固

術
だ
け
点
数
を
高
く
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

ま
だ
ま
だ
不
合
理
な
点
は
た
く
さ

ん
あ
る
が
、
診
療
報
酬
改
定
の
際
に

は
、
臨
床
の
現
場
の
声
を
も
っ
と
生

か
し
て
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
点
数
を

つ
け
る
よ
う
、
関
係
各
所
に
要
請
し

て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

現
場
の
声
を
生
か
し
た

診
療
報
酬
の
改
定
を
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石
川
県
単
独
事
業
で
あ
る
心

身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
の

対
象
者
は
二
万
四
百
六
十
人

（
六
十
五
歳
以
上
一
万
千
七
百

六
十
一
人
　
六
十
五
歳
未
満
八

千
六
百
九
十
九
人
）
で
あ
る
。

県
単
独
事
業
の
助
成
対
象
は
身

体
障
害
者
手
帳
（
一．

ニ
級
）

及
び
療
育
手
帳
（
Ａ．

Ｂ
Ⅰ
）

で
あ
り
、
さ
ら
に
県
内
の
七
割

近
く
の
市
町
村
が
身
体
障
害
者

手
帳
の
（
三．

四
級
）
や
療
育

手
帳
（
Ｂ
Ⅱ
）
ま
で
助
成
対
象

を
拡
大
し
て
お
り
、
実
際
の
対

象
者
は
も
っ
と
多
く
な
る
。
こ

の
人
達
が
介
護
保
険
に
申
請

し
、
要
介
護
者
・
要
支
援
者

（
以
下
、
要
介
護
者
等
）
と
な

る
と
、
こ
れ
ま
で
公
費
負
担
医

療
と
し
て
自
己
負
担
な
し
で
訪

問
看
護
・
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
な
ど

受
け
ら
れ
た
が
、
四
月
か
ら
は

一
割
の
利
用
者
負
担
が
課
せ
ら

れ
る
と
い
う
重
大
な
問
題
が
発

生
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
「
医
療
費
は
助
成

さ
れ
る
が
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
は

な
ぜ
助
成
さ
れ
な
い
の
か
？
」

「
訪
問
看
護
の
回
数
を
減
ら
し

て
ほ
し
い
」「
居
宅
療
養
管
理

指
導
は
要
ら
な
い
」
な
ど
患
者

さ
ん
の
悲
痛
な
訴
え
が
あ
り
、

必
要
な
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
の
解
決

の
た
め
、
五
月
十
八
日
、
石
川

協
会
は
、
県
健
康
福
祉
部
を
訪

れ
、「
石
川
県
心
身
障
害
者
医

療
費
助
成
制
度
に
か
か
わ
る
介

護
保
険
制
度
利
用
者
負
担
軽
減

事
業
」
の
要
望
書
を
谷
本
県
知

事
宛
に
提
出
し
た
。

応
対
し
た
林
障
害
保
健
福
祉

課
課
長
、
蓮
池
長
寿
社
会
課
課

長
補
佐
ら
は
、
医
療
費
助
成
制

度
で
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担

は
カ
バ
ー
で
き
ず
、
新
た
に
県

単
独
事
業
と
し
て
助
成
制
度
を

作
ら
な
け
れ
ば
無
理
。
む
し
ろ

こ
の
問
題
は
県
だ
け
で
解
決
で

き
ず
、
障
害
者
福
祉
施
策
と
介

護
保
険
制
度
と
の
整
合
性
、
介

護
保
険
制
度
の
仕
組
み
自
体
を

改
善
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を

強
調
さ
れ
た
。

懇
談
の
な
か
で
協
会
か
ら
は

次
の
三
点
を
要
望
し
た
。
県
当

局
の
今
後
の
施
策
を
見
守
っ
て

い
き
た
い
。

①
重
度
障
害
者
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
者
負
担
が
解
消
さ

れ
る
よ
う
、
介
護
保
険
制
度
の

見
直
し
を
県
当
局
か
ら
厚
生
省

に
意
見
具
申
す
る
こ
と
。

②
上
記
の
よ
う
に
介
護
保
険

制
度
が
改
善
さ
れ
る
ま
で
は
、

重
度
障
害
者
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
者
負
担
を
助
成
す
る
県

単
独
事
業
を
早
急
に
設
け
る
こ

と
。③

現
在
、
低
所
得
者
の
障
害

者
施
策
の
「
特
別
対
策
」
と
し

て
実
施
さ
れ
て
い
る
訪
問
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
の
軽

減
策
（
五
年
間
、
三
％
に
軽
減
）

を
、
重
度
障
害
者
に
は
他
の
居

宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
も
適
用
し

て
恒
常
化
す
る
こ
と
。

か
か
り
つ
け
歯
科
医
の
基
本

理
念
が
、
事
前
の
審
議
な
く
唐

突
に
出
て
き
た
こ
と
へ
の
戸
惑

い
は
隠
し
き
れ
な
い
。
か
か
り

つ
け
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
初

診
料
よ
り
再
診
料
に
重
点
を
置

く
べ
き
で
あ
る
。
歯
周
疾
患
基

本
指
導
管
理
料
で
は
な
く
、
歯

周
疾
患
継
続
指
導
管
理
料
に
重

点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。
昭
和

年
代
か
ら
の
初
診
で
継
続
し
て

来
ら
れ
て
い
る
人
こ
そ
、
か
か

り
つ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

初
診
時
に
か
か
り
つ
け
か
ど
う

か
を
決
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

当
院
は
開
業
し
て
二
十
年
を

迎
え
る
。
開
業
当
初
か
ら
、
カ

ル
テ
は
ナ
ン
バ
ー
リ
ン
グ
し

て
、
口
腔
内
写
真
、
模
型
、
レ

ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
な
ど
の
記

録
を
残
し
、
整
理
保
存
し
、
い

つ
で
も
取
り
出
せ
る
よ
う
に
し

て
い
る
。日
々
の
記
録
を
残
し
、

経
過
を
観
察
す
る
。
個
々
の
デ

ー
タ
か
ら
患
者
や
保
護
者
と
口

腔
の
健
康
に
つ
い
て
話
し
合
う

こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

患
者
の
ニ
ー
ズ
を
確
認
し
た
う

え
で
、
治
療
や
予
防
法
を
お
話

し
し
て
い
る
。
ど
う
処
置
す
る

か
よ
り
、
患
者
に
健
康
観
を
ど

う
持
ち
続
け
て
も
ら
う
か
を
考

え
る
。

従
来
通
り
初
診
時
に
一
人
に

一
時
間
を
か
け
、
よ
く
話
を
聞

き
、
口
腔
内
の
説
明
、
原
因
、

対
策
を
考
え
、
治
療
計
画
を
立

て
る
。
た
ま
た
ま
制
度
に
当
て

は
ま
り
、患
者
が
資
料
の
整
理
、

管
理
を
選
択
す
れ
ば
、
か
か
り

つ
け
歯
科
初
診
を
算
定
す
る
。

帰
り
に
も
う
一
度
説
明
し
て
計

画
説
明
書
を
渡
す
こ
と
だ
け
が

新
し
く
増
え
た
。

患
者
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
自
分

の
こ
と
が
分
か
る
情
報
公
開
と

自
分
の
デ
ー
タ
を
整
理
、
管
理

し
て
も
ら
え
る
こ
と
と
考
え

る
。
わ
が
歯
科
医
院
は
制
度
に

惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
本
当

に
患
者
の
た
め
に
な
る
こ
と
を

考
え
、
自
分
が
納
得
す
る
仕
事

を
し
て
い
き
た
い
。
ス
タ
ッ
フ

に
は
科
学
的
裏
付
け
の
理
解
と

思
い
や
り
が
必
要
で
あ
る
。
や

が
て
、
診
療
室
に
意
欲
あ
ふ
れ

る
健
康
な
人
が
増
え
、
ス
タ
ッ

フ
も
自
信
を
持
っ
て
楽
し
く
仕

事
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
ぞ
れ
に
や
り
が
い
が
で
き

て
、
診
療
室
の
雰
囲
気
が
明
る

く
な
っ
て
い
く
。
自
分
に
も
チ

ャ
ン
ス
を
与
え
続
け
て
い
き
た

い
。

■
重
度
心
身
障
害
者
に
介
護
保
険
利
用
料
の
助
成
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五
月
五
日
午
前
十
時
か
ら

十
二
日
午
前
十
時
ま
で
の
一

週
間
、「
チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ

ン
い
し
か
わ
」
が
開
設
さ
れ

ま
し
た
。
保
険
医
協
会
、
石

川
県
医
師
会
を
は
じ
め
と
し

て
、
多
く
の
企
業
や
個
人
の

協
賛
と
保
険
医
協
会
会
員
の

先
生
方
に
よ
る
ポ
ス
タ
ー
掲

示
な
ど
の
ご
協
力
の
お
か
げ

で
、
大
き
な
反
響
が
あ
り
ま

し
た
。

受
信
用
の
回
線
は
二
回
線

で
、
フ
リ
ー
ダ
イ
ア
ル
で
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
電
話
の
受
付
は
二
十
四

時
間
で
、
二
〜
三
人
の
受
け

手
が
三
時
間
交
代
で
常
時
配

置
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ

こ
に
は
支
え
手
と
呼
ば
れ
る

人
（
緊
急
時
の
判
断
な
ど
の

対
応
や
受
け
手
の
精
神
的
支

え
と
し
て
）
が
待
機
し
、
総

勢
約
五
十
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

総
受
信
数
は
、
千
五
十
二

件
で
、
朝
か
ら
深
夜
ま
で
電

話
が
続
き
ま
し
た
。
こ
の
件

数
に
は
無
言
電
話
や
い
た
ず

ら
電
話
も
含
ま
れ
て
い
ま
す

が
、
無
言
電
話
の
中
に
は
話

し
た
く
て
も
話
せ
な
か
っ
た

通
話
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
い
た
ず
ら
電
話

に
関
し
て
も
同
様
と
思
わ
れ

ま
す
。
守
秘
義
務
の
た
め
、

内
容
は
お
伝
え
で
き
ま
せ
ん

が
、
予
想
を
は
る
か
に
上
回

る
受
信
数
に
、
子
ど
も
の
気

持
ち
を
大
切
に
す
る
こ
と
を

改
め
て
考
え
る
必
要
性
を
感

じ
ま
し
た
。

「
チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
い

し
か
わ
」の
報
告
を
兼
ね
て
、

七
月
二
十
二
日
に
フ
ォ
ー
ラ

ム
を
開
催
す
る
予
定
で
す
。

ご
興
味
を
持
た
れ
る
方
は
ぜ

ひ
、
ご
参
加
を
お
願
い
致
し

ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

本
紙
一
九
九
九
年
十
一
月
号
「
福
祉
を
支
え
る

人
た
ち
」
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
、
子
ど
も
が
か
け

る
子
ど
も
の
た
め
の
電
話
相
談
「
チ
ャ
イ
ル
ド
ラ

イ
ン
・
い
し
か
わ
」
が
、
五
月
の
連
休
中
一
週
間

に
わ
た
っ
て
開
設
さ
れ
、
小
・
中
・
高
校
生
か
ら

千
五
十
二
件
の
電
話
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

保
険
医
協
会
も
こ
の
活
動
の
成
功
を
見
守
っ
て

い
た
い
た
だ
け
に
、
う
れ
し
い
結
果
と
な
り
ま
し

た
。
た
だ
、
相
談
件
数
が
予
想
を
超
え
て
た
く
さ

ん
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
が
た
く
さ

ん
の
悩
み
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

こ
の
「
チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
・
い
し
か
わ
」
の
常

設
と
、
子
ど
も
た
ち
の
悩
み
の
解
決
に
向
け
た
取

り
組
み
が
必
要
に
な
り
そ
う
で
す
。

こ
の
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た

横
井
透
先
生
（
金
沢
市
・
小
児
科
）
か
ら
報
告
記

事
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
ご
紹
介
し
ま
す
。

（
編
集
部
）

横
井
　
透（
金
沢
市
・
小
児
科
） 

チャイルドライン・いしかわ
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―第135例―
１．社　保　　

２．年　齢：６歳　女

３．診療月：平成１２年２月診療分

４．過誤調整連絡書の発行月：平成１２年３月１３日

５．病　名・診療開始日

（1）急性気管支炎　　　Ｈ12年２月３日

（2）気管支喘息　　　　Ｈ12年２月３日

（3）口腔カンジタ症　　Ｈ12年２月５日

６．該当月の診療実日数　　３日

項目23事由（Ｂ）

ホクナリンテープ２㎎２枚　→　ホクナリンテープ１㎎２枚

27×１　　　　　　　　　　　　20×１

過剰と認められるもの　　　　　へ減点

〈主治医の意見〉
６歳３ヶ月の気管支喘息の女児に対して、ホクナリンテープ２㎎を１回

1/2（１㎎）に切って１日１回貼付する指示で処方。

用量・用法には３～９歳未満には１㎎を貼付する、となっており、２㎎

を切って１㎎相当量を貼付するのがだめとは記載していない。だまって査

定するのは納得いかない。

〈協会のコメント〉
第135例は、６歳の小児に「ホクナリンテープ２㎎」を使用したら1.0㎎

のテープに減額査定された事例です。

ホクナリンテープの規格には0.5㎎、１㎎、２㎎があり能書記載の用

法・用量には年齢により３種類の規格のものを使い分けるように求めてい

ます。当該医療機関では、規格別による投与方法ではなく、一番大きな規

格のものを裁断して投与したのが保険者からの再審査請求により小さな規

格品に減額査定されたということです。

能書に記載された内容から、裁断投与が許されるかどうか検討してみま

す。手元にあるマルホ株式会社のインタビューフォームを資料として使用

します。これには、医師が日常診療で目を通す、効能・効果、用法・用量、

使用上の注意の項には、先に挙げた年齢別使い分けに関しては記載されて

いますが医師の裁量で裁断投与を行うことを禁止するようにはなっていま

せん。ずっと後の取り扱い上の注意に、「使用法および保管についての注意」

ということで、「患者には本剤を内袋のまま渡し、本剤を使用するときに内

袋から取り出すように指示すること」という記載があります。

この文章は、メーカーサイドでは、裁断投与は想定しておらず、実際に

裁断して投与したときの効果、副作用に関するデータがないので保証でき

ない。裁断などせずに原型のまま使用するようにと規定しているものです。

従って、能書に記載されたことを遵守するという立場をとれば、裁断して

投与するというやり方は許されないということになります。

以上、能書に記載されたことについて検討しましたが、素直に読むと、２㎎

の規格品を小児に投与することは難しいようです。しかし、裁断投与など、

工夫した投与方法がどうしてもいけないというほどきつい内容ではないの

で、診療科の特殊性などを理由に、医療費の節約にもつながる、「適応外？」

投与方法についての可否を再審査請求してみるのも一法かと思います。

最後に、第135例が保険診療上何を訴えるものであるかを一言付け加え

ておきます。それは、本件の査定事例が複数の規格があり、小児投与に関

して一定の基準を設けている薬剤一般に通じることだということです。日

常診療にあたって能書の内容を隅々まで熟読して対応していく必要がある

ことを物語るものです。

不明なところがあれば協会までお問い合わせ下さい。適切なアドバイス

をさせていただけると思います。

―第136例―
１．国　保 宇ノ気町

２．年　齢：75歳　女

３．診療月：平成11年８月、９月、10月

４．過誤連絡書の発行月：平成12年３月27日

５．病名・診療開始日

（1）高血圧症、高脂血症（心身症を伴う）平成８年２月14日

（2）変形性腰痛症（病院で診断） 平成11年５月21日

（3）足白癬、爪白癬　　　　　　　　　　平成11年７月14日

（4）重症高コレステロール血症　　　　　平成11年７月14日

＊同年９月からは重症高コレステロール血症に病名を一本化した。

６．査定の内容

投薬　メバロチン（10㎎）２錠　→１錠に査定

11年８月－504点　　11年９月－756点　　11年10月－252点

〈主治医の意見〉
平成８年より高脂血症の治療を続けており、総コレステロールの値がメ

バロチン（10㎎）１錠ではどうしても260以下になることがなく、８月か

らやむをえず２錠の投与開始。高コレステロール血症は高脂血症のなかの

１症状だから家族性高コレステロール血症とせずとも重症高コレステロー

ル血症で２錠投与可能と考えたのですが、査定されてしまいました。もち

ろん家族歴もあるので家族性高コレステロール血症だったのですが。

＜協会のコメント＞
第136例は、メバロチン20㎎投与時の減額査定についてです。

メバロチンの投与については平成10年10月社保国保合同審査委員協議会

報告に取り扱いが記載されています。本件の場合この記載内容に沿って

「重症」高コレステロール血症と病名をつけて保険請求したのに通常投与量

（10㎎）に査定された（保険者からの再審査請求の容認）というものです。

上記報告には、20㎎投与の際には家族性高脂血症か「重症」をつけるとな

っているので重症高コレステロール血症は病名上は、適応と判断できます。

次に、３カ月にわたって連続査定されていることを考えると、レセプト

内容から重症として認められないと判断されたのかを検討します。

本例では、重症高コレステロール血症は平成11年７月14日開始となって

おり、脂質代謝にかかる検査等は、８月をとばし、９月に一回なされてお

り、10月もなされていません。「重症」と病名を付ける以上は、一月一回

程度は脂質代謝に関する検査がなされるべきであるという考え方をとれば、

本当に重症なのかを疑うことになります。しかし、日常診療では、レセプ

トに出てきた臨床検査のみで重症軽症を論じるわけにはいかないもので能

書記載の「投与中は血清脂質値を定期的に検査」する場合の「定期的」の

間隔もたとえ重症であっても患者により違ってきて当然です。従って、診

療内容を勘案し、重症と言い難いとの判断で減額査定したとすればちょっ

と行き過ぎと思われます。

以上の理由から、減額査定された、３枚のレセプトは、十分20㎎の適応

があると判断できますので、20㎎必要である理由を記載して再審査請求す

べき事例です。

最後に、保険者がレセプト記載内容から、診療内容にまで踏み込んだ点

検をして再審査請求することに関して考察します。

重症患者、軽症患者は、ふつうに診療していればそれなりの診療行為と

なりレセプト上もそれに見合った請求内容となるものです。もちろん保険

医療機関により、また担当保険医によりある程度のばらつきはありますが、

短中期的（長期的には、医療情勢や医学の発展、医師個人の研鑽等により

変化していく）にみれば、ほぼ一貫したものとなることが予想されます。

従って、一保険医療機関の請求内容を、細かくデータ処理すれば、無理を

したレセプト病名がついているかどうかはある程度の確率で判定できると

思われます。

保険者が、ここまできめ細かい点検をしているかどうかはわかりません

が、資金をかければできることですし今後この方向に向くことも十分考え

られます。これに対して、保険医のとる対応は患者本位の最良の保険診療

をしていくこと以外にはありません。そして、保険医協会・保団連は「医

療保険制度は保険医が日常診療に最善を尽くして立ち向かっていくことを、

医学的にも経済的にも保証するものでなければならない」と日頃から主張

しているものであります。

納得いかない返戻、査定が
ありましたら、ぜひ『保険審査通信』

にてお知らせ下さい。

『保険審査通信』はFAXのほか、E-mailでも大歓迎です。
ＦＡＸ：076（231）5156
E-mail：ishikawa-hok@doc-net.or.jp

『保険審査通信』に寄せられた相談事例
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理業務の委託先に管理栄養士が配置されている場合も差し支えないか。

Ａ２　当該施設に常勤で管理栄養士が配置されていることが必要。したがっ

て、委託先のみに管理栄養士が配置されている場合は、管理栄養士の

配置が必要となる2,120円は算定できない。

Ｑ３　適時・適温等の要件を満たした上で、管理栄養士が、同一敷地内の複

数の介護保険施設の栄養管理等を行っている場合は、すべての施設で

2,120円の費用を算定することは、認められるか。

Ａ３　認められない。管理栄養士が所属する介護保険施設のみ2,120円の基

本食事サービス費の算定が可能である。また、他の介護保険施設は

1,920円の費用の算定となる。

Ｑ４　常勤の管理栄養士によって食事の提供が管理されていた施設において、

当該管理栄養士が月の途中で退職し、栄養士による管理となった場合

の、当該月の基本食事サービス費の算定方法はどうなるのか。

Ａ４　当該月は栄養士による食事の提供の管理である1,920円を算定するこ

ととなる。

（経管栄養）
Ｑ５　特別食の加算ができる食事として、濃厚流動食が挙げられているが、

薬価収載されているエンシュアリキッド等を提供した場合についても

特別食加算は算定できるか。

Ａ５　経管栄養については、提供される濃厚流動食が薬価収載されている場

合は食事ではなく、医療保険における手技料及び薬剤費を算定する。

取扱いの違いを下記に示す。

Ｑ６　回復期にある患者に、医療上の必要性から経管栄養と食事を両方提供

するときの算定方法はどうか。

Ａ６　介護老人保健施設及び介護療養型医療施設においては基本食事サービ

ス費を算定することとなる。

また、介護老人福祉施設においては、基本食事サービス費を算定する

とともに、協力医療機関においても手技料及び薬剤料を算定すること

となる。

４．給付管理業務
（短期入所サービス区分支給限度基準額の変更）
Ｑ１　要介護認定の変更認定により、新たに限度額管理期間及び限度日数が

設定された場合は、変更認定以前の利用日数については考慮されず、

前月までの利用日数が｢0日｣として以後の管理をすることになるのか。

Ａ１　月途中で変更認定が発効した場合は、短期入所サービスについては当

該月の末日まで変更前の認定に係る要介護状態区分に応じた限度日数

で変更前の認定に係る限度日数管理が継続し、翌月初日から変更後の

認定に係る要介護状態区分に応じた限度日数で新たな限度日数管理が

開始されることとなる。また、月の初日に変更認定が発効した場合、

前月の末日で変更前の認定に係る限度日数管理が終了し、変更認定の

発効日から変更後の認定に係る要介護状態区分に応じた限度日数で新

たな限度日数管理が開始される。

（認定結果が遅れた場合の請求）
Ｑ２　要介護認定申請と同時にサービスを利用するために、暫定ケアプラン

を作成しサービスの利用を行ったが、利用実績等をケアマネジャーが

管理していた場合、月末までに認定結果が出なかった場合は給付管理

表等の作成ができないので、報酬の請求ができないと理解してよろし

いか。

Ａ２　貴見の通り。この場合、認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプ

ランを確定させた上で請求を行うこととなる。（ただし、翌月の請求日

までに認定結果が判明すれば請求できる）

（暫定ケアプランの給付管理）
Ｑ３　申請を4月中旬に行うと、結果通知が5月中旬頃になる。4月中旬の申

請時から暫定ケアプランに基づいてサービスを利用した場合は、4月

分と5月分の給付管理票をまとめて6月10日までに国保連合会へ提出

し、現物給付にすることは可能か。あるいは4月分は償還払いとなる

のか。

Ａ３　4月と5月の分をまとめて6月10日に国保連合会へ提出することにな

る。事業者への支払い時期は遅くなるが、現物給付は当然可能。

（短期入所の振替を利用した際の支給限度額の考え方）
Ｑ４　訪問通所サービスの単位を短期入所サービスに振り替えた場合、告示

された単位より高い設定の単価によるサービスを利用した場合（送迎

加算等）、結果として訪問通所系サービスの区分支給限度額を超えるこ

ともあり得るが、それはあくまでも短期入所の日数管理としていいの

か、あるいは振替という考えからして訪問通所系の範囲内とすべきか。

Ａ４　短期入所の振替を利用した場合の支給限度額は、訪問通所サービスの

支給限度額の単位数から実際にその月に利用した訪問通所サービスの

単位数を控除した残りの単位数を、所定の短期入所サービスの1日当

たりの単位数で除して得た日数（0.1以上の端数があれば切り上げる）

を本来の利用した限度日数に加え、あくまでも利用日数で管理を行う

ものであり、振り替えられた後の短期入所の送迎加算の有無や短期入

所事業所の人員配置等を勘案する必要はない。したがって、実際の訪

問通所サービスの利用単位数と振り替え分の短期入所の利用単位数の

合計が訪問通所サービスの支給限度額である単位数を超えることもあ

り得る。

５．請求方法
（食事費用欄の記載）
Ｑ１　被保険者以外（生活保護単独）の者の食事の請求欄の記載方法はどの

ように行うのか。

Ａ１　生活保護受給者で介護保険の被保険者でない者の食費の請求欄の記載

について、標準負担額（月額）、食事提供費請求額及び標準負担額の各

欄については「0」を記載し、食費提供費の全額を公費請求分の欄に

記載することとする。

（要介護状態区分が月途中で変更になった場合）
Ｑ２　月の途中で要介護状態区分が変更となった場合、例えば4月15日に区

分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、4月に

提供しているすべてのサービスの報酬請求は、要介護3として請求す

るのか。

Ａ２　上記の場合、14日までは「要介護2」に応じた単位数で請求し、15日

からは「要介護3」に応じた単位数で請求するものとする。

また、変更申請中における当該月の報酬請求については、要介護状態

区分の結果が分かった後に行うことになる。

なお、当該4月分の訪問通所サービスの区分支給限度額については、

重い方の要介護状態区分である「要介護3」の区分支給限度基準額の9

割を適用することとなっている。

（入所年月日及び退所年月日の記載）
Ｑ３　同一月内に同一の施設の入退所を繰り返した場合、レセプトの入所年

月日及び退所年月日について、いつの日付を記載すればよいのか。

Ａ３　入所（院）年月日及び退所（院）年月日の記載欄は1つしか設けてい

ないので、下記の方法に基づいて記載することとする。

入所（院）年月日：月初日に入所（院）中であれば、当該入所（院）

の年月日を記載することとする。月初日には入所（院）でなければ、

当該月の最初に入所（院）した年月日を記載する。

退所（院）年月日：月末において入所（院）中であれば、記載を要し

ない。すでに退所（院）であれば、月末に一番近い退所（院）日を記

載することとする。

（居宅療養管理指導のみの請求）
Ｑ４　介護給付費明細書において、居宅療養管理指導のみの請求を行う場合

は居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっているが、インタ

ーフェース仕様書においては、居宅サービス計画作成区分コードは必

須項目となっている。伝送または磁気媒体で請求する場合には、何を

設定するのか。

Ａ４　伝送または磁気媒体で請求を行う場合には、インターフェース仕様書

のとおり、介護給付費明細書における居宅サービス計画作成区分コー

ドは必須項目となっており、何らかの設定が必要となるので、この場

合、以下の2つの方法により設定することとする。

1.被保険者証にサービス計画作成居宅支援事業所の記載がある場合

居宅サービス計画作成区分コードに“1”、居宅介護支援事業所番号に

被保険者証記載のサービス計画作成居宅支援事業所番号を設定する。

2.被保険者証にサービス計画作成居宅支援事業所の記載がない場合

居宅サービス計画作成区分コードに“2”を設定する。

＜一般点数＞

［検査］
呼吸心拍監視（通知の訂正）※下線部を変更

○ 呼吸心拍監視装置の装着を中止した後30日以内に再装着が必要となった

場合の日数の起算日は、最初に呼吸心拍監視を算定した日とする。特定入

院料を算定した患者が引き続き「D220」の呼吸心拍監視を行う場合の日

数の起算日についても同様とする。なお、当該検査を中止している期間に

ついても実施日数の計算に含める。

濃厚流動食が薬価
収載されている

濃厚流動食が薬価
収載されていない

基本食事サービス費及び特別食加算を算定する。

手技料及び薬剤料
を協力医療機関に
おいて算定する。

介護老人福祉施設

基本食事サービス費及び特別食加算は算定しない。

手技料及び薬剤料
は基本施設サービ
ス費に包括されて
おり、算定できない。

介護老人保健施設

手技料及び薬剤料
は基本施設サービ
ス費に包括されて
おり、算定できない。

介護療養型医療施設

【前号の訂正】
5月号の2面に掲載した「2000年4月改定に係る追加通知及び事務連絡

（正誤表）による変更点」について、一部アンダーラインが抜け落ちてい

ましたので、下記の通り訂正いたします。
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厚生省老人保健福祉局は、3月31日、4月28日、5月15日の3回にわたり、
「介護報酬Ｑ＆Ａ」という事務連絡文書を各都道府県介護保険担当課に出しま
した。
以下、このＱ＆Ａのうち、保険医療機関に関係のあるもので、かつ、保団
連発行の「新点数・介護報酬Ｑ＆Ａ」に掲載されていない項目を抜粋して掲
載します。

１．訪問通所系サービス
①　共通事項
（入所サービスと訪問通所サービスの同日利用について）
Ｑ１ 施設入所日及び退所日に居宅サービスを利用する場合、当該居宅サー

ビスについて算定できるか。

Ａ１ 介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設を退所（退院）した日

については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理

指導及び通所リハビリテーション費は算定できない。入所当日の当該

入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。

なお、短期入所療養介護のサービスの終了日（退所日）及び開始日

（入所日）においても同様である。

（外泊中における訪問通所サービスについて）
Ｑ２　施設入所（入院）者の外泊時に介護保険の給付対象となる居宅サービ

スを受けられるか。

Ａ２　外泊時には、介護保険の給付対象となる居宅サービスを受けることは

できない。

Ｑ３　医療保険適用病床入院からの外泊中に、介護保険の給付対象である訪

問通所サービスの利用は可能か。

Ａ３　医療保険適用病床入院からの外泊中に受けた訪問通所サービスについ

ては介護保険による算定はできない。

② 訪問看護
（訪問看護ステーションと保険医療機関とが「特別の関係」にある場合）
Ｑ１　訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医

療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費（介護保険）を算定

した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費（介護保険）の

算定は可能か。

Ａ１　別の時間帯に別のサービスとして行われた場合、可能である。

（精神障害者の訪問看護）
Ｑ２　精神障害者の訪問看護については、医療保険の給付対象となるのか。

Ａ２　精神障害者が要介護認定を受けて、要支援又は要介護の認定が行われ

た場合は、介護保険から訪問看護費を給付することになる。ただし、

｢精神科訪問看護・指導料｣については、医療保険からの給付となり、

介護保険による訪問看護と併用可。

（痴呆対応型共同生活介護利用者の急性増悪等による訪問看護）
Ｑ３　痴呆対応型共同生活介護を受けている痴呆性高齢者が急性増悪等によ

り訪問看護を受ける場合は、痴呆対応型共同生活介護の事業所が全額

支払うのか。

Ａ３　急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の指示書及び特別訪問

看護指示書の交付を受けて、訪問看護ステーションから訪問看護を行

った場合は、医療保険において訪問看護療養費を算定できる。医療機

関においても医師の指示で在宅患者訪問看護・指導料を算定可。

なお、かかる取扱いは特定施設入所者生活介護の利用者についても同

様。

（緊急時訪問看護加算）
Ｑ４　緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利

用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定で

きるか。

Ａ４　算定できる。

Ｑ５　緊急時訪問看護加算の体制が月の途中で維持できず、届出の取り下げ

があった場合に、すでに緊急時訪問看護を1回利用した者については

緊急時訪問看護加算を算定してよいか。

Ａ５　当該加算の体制が月の途中から月末まで整わないことになるので、当

該加算は算定できない。

Ｑ６　利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護

加算のみ居宅サービス計画に組み込むことは可能か。

Ａ６　緊急時訪問看護加算のみの算定はできない。

（特別管理加算）
Ｑ７　特別管理加算の対象者で、「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使

用している状態」には、流動食を経鼻的に注入している者も該当する

か。

Ａ７　該当する。

（ターミナルケア加算）
Ｑ８　医療保険の訪問看護を死亡した月の前月に利用していた者については、

死亡した月に介護保険からターミナルケア加算が算定できるか。

Ａ８　要支援者、要介護者（要介護認定の申請中を含む。）が死亡した月の前

月に同一の事業所の医療保険の給付対象となる訪問看護を受けている

場合であって、死亡した時点の訪問看護が介護保険の給付対象となっ

ているときは、ターミナルケア加算は、介護保険において算定される。

Ｑ９　介護保険の訪問看護給付対象者が、急性増悪等により特別訪問看護指

示を受けて医療保険の訪問看護を利用していた期間に死亡した場合、

ターミナルケア加算が算定できるか。

Ａ９　死亡前24時間以内の訪問看護が医療保険の給付対象となる訪問看護の

場合は、医療保険のターミナルケア加算（訪問看護ステーションの場

合は「ターミナルケア療養費」）で算定する。

③　居宅療養管理指導
（医師・歯科医師による居宅療養管理指導費）
Ｑ１　医師又は歯科医師の行う居宅療養管理指導については、1人の利用者

につき、複数の医師又は歯科医師が算定できると考えてよいか。

Ａ１　1人の医師及び1人の歯科医師のみが、1人の利用者について1月に1回

居宅療養管理指導費の算定ができる。

複数の医師、複数の歯科医師による算定はできない。

④　通所リハビリテーション
（複数の通所リハビリテーション事業所の利用）
Ｑ１　介護保険では、利用者が複数の通所リハビリテーション事業所を利用

することは可能であるか。

Ａ１　可能である。

（通所リハビリテーションの時間帯）
Ｑ２　4時間以上6時間未満の計画で通所リハビリテーションを受けていた利

用者について、当日のサービスの進行状況によりサービス時間が6時

間を少しでも超過した場合は、6時間以上8時間未満の単位数を算定し

てよいか。

Ａ２　そのような扱いはできない。

（サービス途中の利用中止）
Ｑ３　居宅サービス計画に基づいて6～8時間の通所リハビリテーションのサ

ービス提供を行っていたが、途中利用者が体調を崩したため、5時間

でサービス提供を中止した場合、4時間以上6時間未満の単価を算定す

るのか。

Ａ３　6～8時間の単位数を算定することはできるが、利用者負担の軽減とい

う観点から、貴見のとおり取り扱っても差し支えない。

（当日のキャンセル）
Ｑ４　事業所職員が迎えに行ったが、利用者が突然体調不良で通所リハビリ

テーションに参加できなくなった場合、通所リハビリテーション費及

び送迎加算ともに算定することはできないか。

Ａ４　貴見のとおり、算定できない。

（食事提供加算）
Ｑ５　居宅サービス計画に基づいて、通所リハビリテーションサービス提供

中に2回食事を提供した場合、加算は2度算定できるか。

Ａ５　食事を提供する体制に係る加算であるので、1度のサービスで2回食事

提供しても加算の算定は1度である。（ただし、問の場合2食分の食材

料費は利用者から徴収して差し支えない）

２．施設サービス
①　共通事項
（外泊中に退所（退院）した場合）
Ｑ１　外泊中にそのまま退所（退院）した場合、退所（退院）した日に係る

外泊に係る単位数を算定できるか。

Ａ１　退所（退院）した日の外泊に係る単位数は算定できる。

② 介護療養型医療施設
（退院日の在宅療養指導管理料の算定）
Ｑ１　介護療養型医療施設から退院した日に診療報酬の在宅療養指導管理料

が算定できるか。

Ａ１　算定できる。

３．基本食事サービス費
（欠食した場合）
Ｑ１　欠食した場合の算定はどうなるか。

Ａ１　利用者側の事情により食事が三度は提供されなかった場合であっても、

1日に一度でも食事を提供した場合には算定できる。

（管理栄養士の配置）
Ｑ２　管理栄養士については常勤で配置されていることになっているが、調
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介護保険110番のまとめ

介護保険110番報告

呆け老人をかかえる 
石川家族の会 第17回総会・シンポジウム・介護体験発表 
7月2日（日）午後1時～4時 金沢市松ヶ枝福祉館4階　集会室 

井上　英夫氏（金沢大学法学部教授）をコーディネーターにお迎えし、介護保険要介護認定の申請をした家族、主治医意見書を記す医師、認定
調査及び介護サービス計画を立てる介護支援専門員、居宅介護支援事業者にお集まり頂き、有意義な意見交換の場になればと思っております。 
ぜひ、お誘い合わせお出かけください。お待ちしてます。 

日　時 場　所 
金沢市高岡町7‐25　tel（231）3571

※12時から（社）家族の会山梨県支部会員（現在介護中）による介護劇をビデオ放映いたします。会場に早めにいらしてもOK！ 

主催　呆け老人をかかえる石川家族の会　事務局 
〒920‐0942　金沢市小立野4‐5‐11 
TEL（261）3399　　FAX（260）7433

参加無料 参加無料 
当日宅老所を設けます。 
（準備の都合上、ご希望の方は事務局までお早めにご連絡ください。） 

1. 開設日時
4月27日（木）～28日（金）
両日とも午前10時～午後５時

2．相談件数.......................2日間で37件数

3．相談の特徴
◇「保険料はいつから納めるのですか」という
介護保険制度の周知徹底不足のための相談、
質問も一定あった。
◇４月から実施してサービスが変わらず制度が
変わっただけなのに利用料が２倍、４倍とな
り「何のための介護保険なの？」と相談が多
かった。利用料負担のために介護サービスの
利用回数を減らさざるをえないという悲鳴が
寄せられた。
◇具体的矛盾で一番深刻であったのは、ショー
トステイの利用限度日数問題についての相談
であった。「４月で限度額全て使ってしまっ
た。５月からは全額自己負担となる。どうし
よう」「これまでのようにショートステイを
利用できなくなり、入所させざるをえなくな
った」などとご家族の悩み、苦しみが伝わる
内容であった。

4．相談事例からみての介護保険改善方向についての提案
◇利用料の減免措置（当面全てのサービスを
３％に）を国の制度として緊急につくること。
介護保険制度について多くの国民が一致す
ることは「これまで以上に介護が良くなる」
ということである。しかし、実際はサービス
は変わらないのに利用料が２倍～４倍になっ
た。65歳以上の高齢者の７割以上は住民税

非課税世帯である。こうした高齢世帯に２倍
４倍の負担は堪えられない。利用料は少なく
ても住民税非課税世帯には「10割給付ホー
ム」とすべきであるが、当面訪問介護（ホー
ムヘルプサービス）のように３％の利用料と
すべきであり、可能である。
◇全ての自治体でショートステイの利用限度日
数の拡大措置を！
ショートステイの利用限度日数の問題で
は、社会保障推進協議会も含めて多くの団体、
国民の要求と運動で限度日数の枠を広げるこ
とができた（国の制度として）。しかし、多
くの自治体は「他自治体の動向をみながら検
討する」というように、この拡大措置を実施
することに至っていない。全ての自治体で大
至急、この限度枠の拡大を実施すべきである。

◇全ての自治体で介護相談窓口の充実と対応の
強化を
今回、２日間で37件の相談が寄せられ、
具体的な解決をもとめていたケースが多かっ
た。私達は相談を聞き、アドバイスできるも
のはアドバイスし、「制度への怒り」「制度改
善の要望」については自治体や国に届けるこ
とを約束したが、寄せられたケースは氷山の
一角である。自治体では介護相談窓口を開設
して対応しているがさらに体制を充実し、具
体的な支援が必要なケースには相談者宅を訪
問して対応することが求められる。

5．ケース紹介
①利用料の問題　　羽咋市　　要介護度５

48歳女性、父は79歳要介護度５。これま
で月４回の訪問診療、週１回の訪問看護、そ
してデイケアを利用して介護してきた。この
負担がオムツ代金いれて１万円であった。と
ころが４月からは同じサービスで２万円とな
ると言われた。父の年金は月５万円、自分は
店をしていたが、儲けもないので４月から内
職をして月２万円ほど入る。２人の生活は預
金を崩して何とかやりくりしている。こんな
暮らしに利用料が２倍、月２万円ではやって
おれない。国民健康保険料も固定資産がある
というので月１万円もかかっている。

何か事故があると助けてもらうのが保険シ
ステムである。なのに介護保険では「お金を
出しなさい」という仕組みになっている。
「これでは何のための介護保険なのか」怒り
でいっぱいだ。おかしい。政府とお医者さん
だけ儲かって国民の負担だけ増えるように見
える。何とかして！
②利用料の問題について　　　　　要介護度２

89歳のおばあちゃんのことについて。要
介護度２。２日間家にいると夜徘徊するので、
月25日前後、デイサービスを利用してきた。
これまで１回1000円の負担であった。３万
円の年金だが５月は４万円の利用料（２回が
利用限度額を超えて全額自己負担となる）と
なると言われている。回数を減らさないとい
けなくなるがどうしたらよいのか。
③ショートステイの問題　金沢市　要介護度２

88歳父親を在宅で看ている。デイサービ
ス、ショートステイを利用してきた。土日だ
けは休みたいのでショートステイはなんとし
ても必要だ。しかし、４月だけで全部使って
しまった。今後は全額自己負担である。負担
をすると暮らしは大変だし、ショートステイ
を利用しないと身体がまいってしまう。５月
以降は家族で在宅で看ていたいが仕方なく、
介護老人保健施設に入所し、時折外泊するこ
とにした。介護保険は家族の思いを踏みにじ
る制度となっている。改善が必要だ。
④ショートステイの問題　七尾市　要介護度４

64歳、脳梗塞、痴呆の妻を介護している。
昨年６月まで○○病院に入院。７月からは
○○○で週２回デイサービス、月８日～10
日ショートステイを受けて在宅生活をしてき
た。自分も狭心症でバイパスの手術をしてい
るが、これくらいのサービスがあれば何とか
やっていけると思っていた。ところが４月に
10日ショートステイを使ってしまい、この
先どうなるのか不安である。全額自己負担に
なったら払えない。いっそ死んだ方が楽なの
かもと思うこともある。自分が入院になった
ら困ると思い、診察に行っても「変わりはあ
りません」と言っている。ストレスもあり、
不安だらけである。

介護保険110番のまとめ
介護保険は問題と矛盾をかかえたまま実施となり、実施する中で

日々具体的な問題、矛盾が明らかになってきています。こうした中で、

石川県社会保障推進協議会では介護保険実施をうけて生まれる悩みや

不満、苦情などの相談を受け、解決できるものはアドバイスし、また

そうした相談事例を自治体や国に届け、介護保険改善をはかっていく

ために４月27日～28日「介護保険110番」を行いました。

以下、今回の介護保険110番に寄せられた相談の特徴の報告と今後

の改善方向について提案を致します。 （石川県社会保障推進協議会）

相談内容 件数
介護保険料 17件
要介護認定について 6件
利用料関係 7件
ショートステイ利用限度日数 11件
サービス事業所への苦情 2件
その他 4件
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■Ｑ１ 聴診器の温め方は？
往診に行って患者さんに聴診器をあてると、あまりに冷たくて心臓が
止まりそうだと言われたことはありませんか。皆さんはどんな工夫をし
ているのでしょうか。ストーブがあれば少しあぶってからあてればよい
のでしょうが、もっとよい方法はありませんか。聴診器にカバーをかけ
るわけにもいきませんもんね。 （質問者　安田紀久雄・鹿西町・内科）
□Ａ１　
①私は、聴診器を腋下（衣服の上から）の中に入れて温めております。
お話しをしている間にちょうど良い温度になります。
②また、手のひらでマッサージしながら温める方法など、その都度、適
宜ご利用者に合わせた方法で行っています。
③自分の手も気付かれないようにさりげなく、①の方法で行うこともあ
ります。
以上、ご参考になりましたら一度試してみてくださいませ。

（回答者　森恭子・訪問看護ステーション加賀）
◇

■Ｑ２ みずいぼの適切な処置は？
みずいぼの処置について、みずいぼセッシでとれば１番早くて確実な
のですが、２～３個まではよいのですが、それ以上はあばれて至難のわ
ざです。しかも以後は決して再発してもとらせてはくれません。硝酸銀
の溶液を頭につけたこともありますが、黒くなったり、痛がゆいので動
いて横っちょについたりしてなかなかうまくゆきません。アラセナA軟
膏をつけたこともありますが(適応外ですが）著効はみられません。皮
膚科の先生、教えてください。（質問者　安田紀久雄・鹿西町・内科））
□Ａ２　
みずいぼ（伝染性軟属腫）は、ご存じのごとくボックスウイルスによ
る伝染性疾患で、成人にも発症しますが、圧倒的に幼少児に多いのです。
従って幼稚園、学校などの集団生活をする所で発症しますので、先生か
ら治療するように要請されます。それは、お母さんから「あの子の“み
ずいぼ”が、うちの子にうつった」と言われるのかも知れません。私は
お母さんに「集団生活をするときはお互い様ですから、数の少ないうち
に処置しましょう」と言って、みずいぼの特徴を教え、来院するように
ムンテラします。確かに暴れ泣き叫び大変ですけど、ぜひ積極的に処置
してください。私は試したことがありませんが、教科書には液体窒素、
ドライアイス圧抵療法などの記載もありますが、これらも無痛ではあり
ません。無鈎摂子で摘除するのが最も確実で簡単です。本紙1996年11
月号の「ちょっと聞いて」のコーナーに掲載された中村聡先生（松任

市・皮膚科）の「みずいぼ」も参考にしてください。
（回答者　柳下邦男・金沢市・皮膚科）
◇

■Ｑ３ 爪白癬の有効治療は？　
爪の白癬で、強い経口薬を飲まずに治す方法はありませんか。イトリ
ゾールやラミシールは、添付文書を読んだだけで使いたくなくなります。

（質問者　安田紀久雄・鹿西町・内科）
□Ａ２
残念ながら抗真菌剤の内服療法以外、治す方法はありません。ただ、
外科的に抜爪する方法があります。しかし、これは患者さんに大変な苦
痛を与えるため、私は試みたことがありません。抗真菌剤は長期間内服
しますので、特に肝機能に十分な注意が必要でしょう。しかし、肝機能
異常値のため内服を中止にした例はありません。患者さんには必ず副作
用について話し、数カ月に一回検査が必要であるとムンテラします。そ
れで内服を拒否する患者さんには内服させません。抗真菌剤でグリセオ
フルビンは、ほとんど無効です。イミダゾール系のイトリゾールやラミ
シールは大変有効です。特にイトリゾールは、内服終了後も長期にわた
って角質内に貯留するという特徴を利用して、１カ月に１週間内服（１
日200ミリグラム）１週間休薬というパルス療法があります。これを３
カ月間くらい続けると治ります。ただし、拇指は治りにくく、少なくと
も６カ月は必要です。この療法ですと、肝機能異常はほとんど無いよう
です。最後に爪白癬のように見え、そうでないものもありますので、必ず
顕微鏡で菌を確認してください。（回答者　柳下邦男・金沢市・皮膚科）

◇
【編集部から】
『石川保険医新聞』のご愛読ありがとうございます。また一つ、『石川
保険医新聞』に読者のコミュニケーションの場ができてうれしく思いま
す。この「なんでもＱ＆Ａ」のコーナーを質問と回答があり次第、掲載
させていただきます。『石川保険医新聞』には、会員をはじめ、施設職
員や看護婦、ケースワーカー、言語聴覚士などたくさんの読者がいます。
広く読者相互に参考になりそうな疑問がありましたら、どんどん編集部
にお送りください。本紙に掲載し、回答があり次第、掲載させていただ
きます。
質問および回答は、『石川保険医新聞』担当事務局の杉野まで、なる
べくE-mailまたはＦＡＸにてお寄せください。
ＦＡＸ　076－231－5156
E-mail iskw_sugino@doc-net.or.jp

安田紀久雄先生（鹿西町・内科）から「なんても相談」のコーナーを新設するようご提言をいただき、合わせて自らのご質問をお寄せいただきま
したので、本紙４月15日号にその旨掲載したところ、お２人から回答が寄せられました。ご紹介します。
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Ａ
Ｉ
Ａ
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に
つ
い
て
 

言
語
聴
覚
士
会
会
員
　
能
登
谷
　
晶
子

（
金
沢
大
学
医
学
部
保
健
学
科
）
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お
サ
ル
先
生
は
、
開
業
医
た

る
も
の
、
往
診
し
た
な
ら
褥
瘡

の
ひ
と
つ
く
ら
い
良
く
し
て
来

た
い
も
の
だ
、
と
決
意
を
新
た

に
し
た
。

一
年
前
か
ら
在
宅
酸
素
療
法

を
し
て
い
る
ご
近
所
の
Ｅ
さ
ん

（
八
十
六
歳
男
性
）
は
最
近
、

寝
た
き
り
状
態
に
な
っ
て
食
欲

も
な
く
、
床
ず
れ
が
で
き
て
し

ま
っ
た
。
今
ま
で
は
、
看
護
面

の
問
題
の
あ
る
患
者
さ
ん
は
、

す
べ
て
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
入
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
の

で
、
褥
瘡
の
治
療
は
な
ん
と
な

く
訪
問
ナ
ー
ス
が
や
っ
て
く
れ

て
い
た
。
お
サ
ル
先
生
は
、
用

意
し
て
ほ
し
い
、
と
依
頼
さ
れ

た
創
傷
被
覆
剤
な
ど
を
言
わ
れ

た
通
り
提
供
し
て
い
た
だ
け

で
、
自
分
が
訪
問
し
て
も
、
す

で
に
仙
骨
部
に
は
デ
ュ
オ
ア
ク

テ
ィ
ブ
と
か
い
う
も
の
が
貼
ら

れ
て
い
て
、「
わ
ざ
わ
ざ
剥
が

さ
な
い
か
ら
ね
」
と
傷
を
開
い

て
見
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

こ
の
Ｅ
さ
ん
に
も
褥
瘡
が
で

き
た
の
を
契
機
に
、
訪
問
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
を
入
れ
よ
う
と
す
る

の
だ
が
、
同
居
の
八
十
三
歳
の

奥
さ
ん
と
二
十
九
歳
の
お
孫
さ

ん
は
「
先
生
さ
え
来
て
く
れ
れ

ば
い
い
で
す
よ
」
と
、
納
得
し

な
い
。
ガ
リ
ガ
リ
に
痩
せ
こ
け

た
Ｅ
さ
ん
の
仙
骨
部
全
体
が
赤

く
、
特
に
骨
に
当
た
る
部
分
の

三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
が
皮

膚
欠
損
に
な
っ
て
い
る
。ま
あ
、

自
分
で
や
っ
て
み
る
か
、
と
思

い
、
デ
ュ
オ
ア
ク
テ
ィ
ブ
を
貼

る
ん
だ
っ
た
ナ
、
と
は
さ
み
で

手
頃
な
大
き
さ
に
切
っ
て
、
床

ず
れ
を
ピ
タ
ッ
と
覆
っ
た
。

「
こ
の
シ
ー
ト
は
キ
ズ
を
保
護

し
て
く
れ
る
も
の
で
す
。
一
週

間
ほ
ど
す
る
と
肉
が
あ
が
っ
て

き
ま
す
か
ら
、
来
週
ま
で
こ
の

ま
ま
様
子
を
見
て
下
さ
い
」と
、

細
面
で
美
人
の
お
孫
さ
ん
に
ち

ょ
っ
と
自
慢
気
に
説
明
し
た
。

三
日
目
に
な
っ
て
、
背
中
の

シ
ー
ト
が
ド
ロ
ド
ロ
で
す
！
と

お
孫
さ
ん
が
飛
ん
で
来
た
。
そ

ん
な
バ
カ
な
！
と
駆
け
つ
け
て

み
る
と
、
デ
ュ
オ
ア
ク
テ
ィ
ブ

は
溶
け
た
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
剥
が
す
と
膿
が
あ
ふ
れ
出

た
。お
サ
ル
先
生
は
困
り
果
て
、

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
Ｓ

Ｏ
Ｓ
の
電
話
を
し
た
。
ち
ょ
う

ど
管
理
者
の
Ｏ
ナ
ー
ス
が
居

り
、「
デ
ュ
オ
ア
ク
テ
ィ
ブ
は

感
染
の
疑
い
が
少
し
で
も
あ
る

時
は
使
わ
な
い
ん
で
す
よ
。
そ

れ
に
、
貼
っ
た
ら
、
翌
日
に
は

必
ず
創
部
を
観
察
す
る
ん
で

す
」
そ
し
て
、
こ
の
ケ
ー
ス
は

ポ
ピ
ヨ
ン
ヨ
ー
ド
の
入
っ
た
ユ

ー
パ
ス
タ
を
使
用
し
て
、
毎
日

ガ
ー
ゼ
交
換
を
す
る
ア
ド
バ
イ

ス
を
受
け
た
。

お
サ
ル
先
生
と
自
院
の
ナ
ー

ス
が
一
日
お
き
に
ガ
ー
ゼ
交
換

に
通
い
、
ど
ち
ら
も
行
け
な
い

日
は
お
孫
さ
ん
に
処
置
を
頼
ん

だ
が
、
聡
明
な
彼
女
は
い
や
な

顔
ひ
と
つ
せ
ず
手
際
良
く
や
っ

て
く
れ
た
。
幸
い
創
部
の
ジ
ク

ジ
ク
し
た
感
じ
は
改
善
し
て
き

た
が
、
な
か
な
か
肉
が
あ
が
っ

て
こ
な
い
。
除
圧
の
た
め
に
円

座
を
腰
に
入
れ
る
の
だ
が
、
円

座
の
当
た
る
部
分
に
ま
た
新
し

い
褥
瘡
が
出
来
て
し
ま
い
、
イ

タ
チ
ご
っ
こ
で
あ
る
。

四
カ
月
も
そ
ん
な
毎
日
が
続

い
た
あ
る
日
、
ふ
と
ん
の
下
に

青
い
マ
ッ
ト
が
敷
か
れ
て
い

た
。聞
く
と〝
エ
ア
ー
マ
ッ
ト
〞

と
い
い
、
お
孫
さ
ん
が
ど
こ
か

ら
か
レ
ン
タ
ル
で
調
達
し
て
き

た
そ
う
だ
。「
ど
う
し
て
こ
ん

な
こ
と
知
っ
て
る
の
？
」「
だ

っ
て
、
病
院
に
お
見
舞
い
に
行

っ
た
ら
、
う
ち
の
お
じ
い
ち
ゃ

ん
み
た
い
な
人
は
み
ん
な
敷
い

て
た
よ
」。
な
ん
て
か
し
こ
い

子
だ
、
と
お
サ
ル
先
生
は
ま
す

ま
す
感
心
し
た
。

た
し
か
に
エ
ア
ー
マ
ッ
ト
の

効
果
は
絶
大
で
、
あ
ん
な
に
毎

日
が
ん
ば
っ
て
も
良
く
な
ら
な

か
っ
た
褥
瘡
が
初
め
て
縮
小
し

は
じ
め
た
。
ち
ょ
う
ど
訪
問
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
の
Ｏ
ナ
ー
ス
と
電

話
す
る
機
会
が
あ
り
、
お
サ
ル

先
生
は
す
ご
い
発
見
を
し
た
か

の
よ
う
に
こ
の
こ
と
を
話
し

た
。「
先
生
、
せ
っ
か
く
で
す

か
ら
、
サ
ナ
ダ
先
生
の
本
を
読

ん
で
少
し
勉
強
さ
れ
た
ら
よ
ろ

し
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」

さ
て
、
翌
月
、
た
ま
た
ま
東

京
の
在
宅
医
療
の
研
究
会
に
参

加
し
た
お
サ
ル
先
生
は
、
神
奈

川
で
在
宅
医
療
を
熱
心
に
や
っ

て
い
る
と
い
う
Ｓ
先
生
と
知
り

合
っ
た
。
金
沢
か
ら
来
た
ん
で

す
、
と
自
己
紹
介
す
る
と
、
Ｓ

先
生
は
「
金
沢
と
い
え
ば
、
金

沢
大
学
の
サ
ナ
ダ
先
生
が
有
名

で
す
ね
。
ご
存
じ
な
い
？
　
褥

瘡
と
い
え
ば
金
沢
。
金
沢
と
い

え
ば
サ
ナ
ダ
、
っ
て
言
う
ほ
ど

で
す
け
ど
ね
ぇ
」

翌
々
月
、
件
の
Ｅ
さ
ん
は
呼

吸
状
態
が
悪
化
し
、
肺
炎
も
併

発
し
た
た
め
、
開
放
型
病
院
に

入
院
し
た
。
こ
の
時
、
褥
瘡
は

黒
く
カ
サ
ブ
タ
の
よ
う
に
な
っ

て
い
た
た
め
、
同
時
に
そ
の
治

療
も
お
願
い
し
た
。
お
サ
ル
先

生
が
副
主
治
医
と
し
て
Ｅ
さ
ん

を
診
に
行
く
と
、
病
棟
ナ
ー
ス

が
「
今
し
が
た
ま
で
サ
ナ
ダ
先

生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
Ｅ
さ

ん
の
褥
瘡
を
診
て
下
さ
っ
て
た

ん
で
す
よ
」。
ヘ
ー
っ
、
一
般

病
院
に
も
依
頼
を
受
け
て
〝
往

診
〞
し
て
い
る
ん
だ
。
次
の
週

も
「
先
生
、
残
念
で
し
た
ね
。

ま
た
、
す
れ
違
い
で
す
ね
。
一

度
、
サ
ナ
ダ
先
生
に
直
接
お
会

い
に
な
っ
て
、
お
話
を
聞
か
れ

る
と
勉
強
に
な
り
ま
す
よ
」

サ
ナ
ダ
？
サ
ナ
ダ
？
サ
ナ

ダ
！
？
　
い
っ
た
い
、
誰
な

の
？
　
そ
ん
な
に
有
名
な
人
な

の
？
　
お
サ
ル
先
生
に
と
っ

て
、
本
当
に
気
に
な
る
存
在
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

◇
金
沢
大
学
保
健
学
科
教
授
・

真
田
弘
美
先
生
に
は
保
険
医
新

聞
七
月
号
よ
り
ス
タ
ー
ト
す
る

五
回
シ
リ
ー
ズ
「
褥
瘡
講
座
」

を
ご
連
載
い
た
だ
き
、
さ
ら
に

は
来
る
八
月
三
日
（
木
）
に
開

催
さ
れ
る
保
険
医
協
会
主
催

「
医
師
と
コ
メ
デ
ィ
カ
ル
の
た

め
の
講
演
会
」
の
講
師
を
お
務

め
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

と
い
う
わ
け
で
、
今
回
は

「
褥
瘡
治
療
」
へ
の
ム
ー
ド
を

盛
り
上
げ
る
べ
く
・
・
・
、
の

お
サ
ル
先
生
で
し
た
。

12

小
川
　
滋
彦（
金
沢
市
・
内
科
） 

医師とコ・メディカルのための講演会 

※『石川保険医新聞』７月号から５回シリーズで「真田先生の褥瘡シリーズ（仮題）」が始まります。 

主催 石川県保険医協会　電話 076（222）5373　FAX 076（231）5156　E-mail；iskw_sugino@doc-net.or.jp

保健婦さん、施設職員の方々、どなたでも参加できます。 

保険医協会までＦＡＸ・電話・E-mailで 
※定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

テーマ 褥瘡発生の予測と予防 
講　師 金沢大学医学部 保健学科教授 真田弘美先生 
と　き 

ところ 

参加費 

申込み 

2000年8月3日（木）午後7時～9時 
金沢都ホテル ７階鳳凰の間（ＪＲ金沢駅前 ０７６－２６１－２１１１） 
お一人５００円（当日会場にてお支払いください） 

介護保険の主治医意見書を書く時に、必ず褥瘡の有無を確認し
なくてはなりません。そして、もし褥瘡を発見したら……。褥瘡治療に
はしっかりした理論とノウハウがあることをご存じですか？ 
石川県保険医協会では、わが国における褥瘡研究の第一人者で

あり、その道のエキスパートとして広く尊敬を集める、金沢大学医学
部保健学科教授・真田弘美先生を講師にお迎えし、3回シリーズで「褥
瘡講座」を開催する予定です。先生のご講演は、あすからの診療でさ
っそく褥瘡治療がやってみたくなるほど、分かりやすく実践的だと全
国で評判です。 
その第1回「褥瘡発生の予測と予防」を来る8月3日（木）に開催し

ます。在宅や施設を問わず、すべての医療関係者に、是非のご参加
をおすすめします。 

『石川保険医新聞』褥瘡シリーズも合わせてお読みください 

分かりやすく実践的！ 

この機会を大切に！ 
●第2回・第3回のご案内 
　第2回：10月12日（木）午後7時～9時／金沢都ホテル：褥瘡の局所管理 
　第3回：日時未定 褥瘡発生後の看護ケア 

●ブックマークに登録を 
　お役に立ちます 
　真田先生の褥瘡管理のホームページ http://square.umin.ac.jp/～sanada/

　
在
宅
医
療
で
感
じ
た
喜
怒
哀
楽
や
ご
意
見
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

保
険
医
協
会
に
お
寄
せ
下
さ
い
。
 

　
取
材
の
上
、こ
の
欄
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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介護保険におけるオンブズパーソンの役割 
＝国連  高齢者の10年＝ 

主催者
挨拶 

特別
報告
 

シンポ
ジウム

 

梶井　幸代氏（北陸婦人問題研究所 所長） 

●テーマ 介護認定方法の改善を求めた審査請求について 

●テーマ  「介護保険制度におけるオンブズパーソンの役割」  

●報告者 ①金沢市における介護保険相談・苦情処理の体制について 
 　佐藤　伸也氏（金沢市介護保険課 課長） 
 ②介護老人保健施設における苦情処理、評価体制について 
 　出水裕美子氏（春日町ケアセンター 婦長） 
 ③民間事業者における居宅サービスの質の確保について 
 　荒木　明憲氏（ベネッセ介護センター金沢 所長） 
 ④開業医からみた介護保険の問題点 
 　高松　弘明氏（石川県保険医協会 会長） 
 ⑤介護保険オンブズパーソン発足の意義と役割 
 　沢　　信俊氏（金沢経済大学 教授） 

■主催  国際高齢者年・石川NGO/運営委員長 梶井 幸代（北陸婦人問題研究所所長） ●連絡先  石川県保険医協会 TEL 076-222-5373

介護保険オンブズパーソン発足記念シンポジウム 

午後2時～午後5時 

■参加費／資料代 500円 

とき とき 

ところ ところ 

2000年7月8日（土） 
石川県社会福祉会館 4階大ホール 
金沢市本多町3丁目1‐10  TEL 076‐224‐1212

●報告者 中村　進氏（石川県介護保険審査会・最初の審査請求人） 

■後援　金沢市・金沢市社会福祉協議会・石川県各種女性団体連絡協議会・連合石川総研 

私たち国際高齢者年・石川ＮＧＯは、昨年６月５日のシンポジウム「すべての人たちが自己決定でき
る社会を―国際高齢者年によせてー」を契機に、１７年に渡って取り組んできた「老後問題を考える
石川のつどい」を発展的に改組して設立しました。「すべての年齢の人々のための社会をめざして」、
人権・福祉・平和の確立のため、「国連  高齢者の10年」の実現に一層努力します。 
国際高齢者年・石川ＮＧＯでは、当面の重点活動として県内の医療・福祉団体や専門家と連携して

介護保険オンブズパーソンの活動を進めることにし、まずは左記の要領で発足記念のシンポジウム
を開催します。 
特別報告は、介護保険の要介護認定で「自立」判定となったため、要介護認定方法の改善を求めて、
石川県介護保険審査会に審査請求された全盲の中村進さん（金沢市石引２丁目在住、５６歳）です。中

村さんの申し立ては棄却されましたが、同審査会会長談話で「認定方
法の改善を国に要望する」ことが示されました。中村さんは審査請求
の体験報告と介護保険制度の改善方向についてお話しします。 
シンポジウムでは行政担当者、施設関係者、民間事業者、開業医、市
民団体のそれぞれの分野から高齢者の尊厳、権利擁護にかかわる取り
組みを報告していただき、介護保険制度におけるオンブズパーソンの
役割について、意見交換します。 
市民のみなさんの多数のご参加を呼びかけます。 

朝
早
く
起
き
て
、
公
園
で
太

極
拳
を
し
た
り
画
眉
鳥
の
籠

を
持
っ
た
老
人
を
見
に
行
こ

う
と
、
新
僑
飯
店
を
出
る
と
、

ホ
テ
ル
の
向
か
い
に
あ
る
同

仁
医
院
の
構
内
に
、
大
勢
の

人
が
中
へ
入
ろ
う
と
し
て
い

る
の
が
見
え
た
。「
何
ご
と

か
？
」
と
興
味
を
引
か
れ
て

つ
い
て
行
く
と
、
駅
の
待
合

室
の
よ
う
な
大
き
な
ホ
ー
ル

が
あ
り
、
す
で
に
た
く
さ
ん

の
人
が
何
列
に
も
行
列
を
作

っ
て
い
て
、
映
画
館
の
切
符

売
り
場
の
よ
う
に
な
っ
て
い

て
、
外
来
受
診
す
る
患
者
の

受
付
の
順
番
を
待
つ
行
列
で

あ
っ
た
。
一
瞬
、
こ
ん
な
に

大
勢
患
者
が
い
る
と
は
信
じ

が
た
い
思
い
が
し
た
。
日
本

で
は
考
え
ら
れ
な
い
患
者
の

数
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
同

仁
医
院
は
大
病
院
と
は
い
え
、

眼
科
と
耳
鼻
科
の
二
科
だ
け

の
専
門
病
院
な
の
で
あ
る
。

散
歩
を
し
な
が
ら
、
一
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
行
く
と
協

和
医
院
の
建
物
が
あ
り
、
こ

こ
の
構
内
も
朝
早
い
と
い
う

の
に
患
者
が
大
勢
い
て
、
中

へ
入
ろ
う
と
し
た
が
、
容
易

に
隙
間
が
見
あ
た
ら
な
い
ほ

ど
で
あ
っ
た
。

北
京
の
病
院
で
変
わ
っ
て

い
る
の
は
、
診
察
を
受
け
た

い
医
師
を
指
名
す
る
こ
と
が

で
き
て
、指
名
料
と
し
て
、教

授
は
十
元
と
か
、
助
教
授
は

三
元
と
か
払
う
こ
と
だ
。
料

金
表
は
受
付
に
貼
り
出
し
て

あ
る（
写
真
参
照
）。
指
名
料

の
ほ
ん
の
一
部
が
、
本
人
に
も

還
元
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

ま
た
、
こ
ん
な
に
多
く
の

患
者
を
一
日
で
診
察
で
き
る

の
か
？
と
心
配
に
な
っ
た
が
、

実
は
受
け
付
け
を
し
た
段
階

で
初
診
料
を
前
払
い
さ
せ
て

い
る
の
で
、
患
者
は
待
ち
く

た
び
れ
て
も
帰
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
の
で
あ
る
。

耳
鼻
科
の
病
棟
を
見
せ
て

も
ら
っ
た
。
六
人
部
屋
で
あ

っ
た
が
、
清
潔
だ
し
、
ず
い

ぶ
ん
広
い
感
じ
で
、
狭
い
日

本
の
大
部
屋
と
は
随
分
差
が

あ
る
。
ち
ょ
う
ど
昼
食
時
で

配
膳（
？
）に
来
て
い
た
が
、

大
き
な
バ
ケ
ツ
を
二
個
、
押

し
車
に
乗
せ
て
病
室
の
前
ま

で
来
る
と
、
患
者
が
大
き
な

茶
碗
を
持
っ
て
出
て
き
て
、

分
け
て
も
ら
っ
て
い
た
。
一

汁
一
菜
に
近
い
よ
う
に
見
え

た
。廊
下
に「
病
院
の
外
に
喰

い
に
行
っ
て
は
い
け
な
い
」

と
書
い
た
ポ
ス
タ
ー
が
貼
っ

て
あ
っ
た
が
、
病
院
の
す
ぐ

前
に
露
天
の
食
物
店
が
ひ
し

め
き
合
っ
て
い
た
か
ら
、
皆
、

食
べ
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。

中
国
の
雑
誌
の
コ
ラ
ム
に

載
っ
て
い
た
話
だ
が
、
声
が

か
れ
て
病
院
へ
検
査
に
行
っ

た
と
こ
ろ
、「
の
ど
の
炎
症
」

で
、
ち
ょ
っ
と
薬
を
出
そ
う

と
言
わ
れ
、
驚
く
無
か
れ
会

計
で
二
百
五
十
元
も
支
払
わ

さ
れ
た
（
一
カ
月
の
給
料
が

七
百
〜
八
百
元
）。
そ
の
上
、

薬
は
漢
方
と
西
洋
薬
合
わ
せ

て
七
〜
八
種
類
を
二
週
間
分

で
、
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
て

く
れ
た
と
い
う
。
翌
日
に
は
、

薬
に
手
を
付
け
な
い
う
ち
に

症
状
は
軽
快
し
た
と
い
う
笑

い
話
で
あ
る
。
病
院
経
営
の

た
め
に
、
た
く
さ
ん
投
薬
す

る
よ
う
で
、「
以
薬
養
医
」
と

い
う
四
字
成
語
（
？
）
が
あ

る
。
中
国
も
公
費
医
療
に
お

け
る
薬
剤
費
の
高
騰
に
手
を

焼
い
て
い
る
よ
う
だ
。

日
本
に
来
て
い
る
中
国
人

は
、
皆
、
自
分
用
の
薬
を
中

国
か
ら
持
参
し
て
い
る
。
そ

れ
も
、
わ
れ
わ
れ
の
概
念
か

ら
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
て
、

鎮
痛
剤
と
か
止
瀉
剤
と
か
対

症
療
法
的
薬
剤
で
は
な
く
、

「
食
欲
が
無
く
て
体
力
が
低
下

し
た
と
き
」
と
か
「
感
冒
を

引
い
て
全
身
の
体
力
が
消
耗

し
た
と
き
」
な
ど
と
、
子
ど

も
の
時
か
ら
飲
み
つ
け
た
自

家
薬
籠
中
の
漢
方
薬
が
あ
っ

て
、
病
気
の
時
に
試
し
て
い

る
よ
う
だ
。
中
国
で
は
、
漢

方
医
学
の
医
師
が
「
か
か
り

つ
け
医
」
で
、
気
軽
に
か
か

れ
て
、
時
間
も
か
か
ら
ず
金

額
も
高
く
な
く
、
日
本
の
開

業
医
的
な
存
在
の
よ
う
だ
。

北京の病院の受付にある料金表

① 
北京の医療事情 
井沢　宏夫（金沢市・内科） 



北
陸
自
動
車
道
を
福
井
イ

ン
タ
ー
で
降
り
、
山
側
へ
と

向
か
い
、
大
野
市
に
続
く
街

道
を
途
中
で
右
折
す
る
と
一

乗
谷
に
至
る
。
一
乗
谷
は
越

前
の
戦
国
大
名
朝
倉
氏
の
五

代
百
三
年
間
に
わ
た
る
栄
華

の
跡
で
あ
り
、
戦
国
時
代
の

北
陸
最
大
の
城
下
町
で
あ
っ

た
。天

正
元
年
（
一
五
七
三
）

八
月
の
朝
倉
氏
滅
亡
の
時
、

義
景
は
一
乗
谷
よ
り
大
野
の

六
坊
賢
松
寺
へ
逃
れ
る
が
、

こ
こ
で
従
弟
の
景
鏡
に
裏
切

ら
れ
自
害
し
た
。
景
鏡
の
降

伏
の
申
し
出
に
、
信
長
は
義

景
の
首
を
要
求
し
た
の
だ
。

後
に
越
前
を
与
え
ら
れ
た

柴
田
勝
家
は
福
井
市
内
に
北

ノ
庄
城
を
築
き
、
関
ヶ
原
の

合
戦
後
に
家
康
の
次
男
、
結

城
秀
康
は
福
井
城
を
築
い

た
。
こ
う
し
て
一
乗
谷
の
街

は
再
興
さ
れ
る
事
な
く
長
い

眠
り
に
入
っ
た
。

近
世
の
日
本
の
都
市
は
城

下
町
か
ら
発
展
し
た
も
の
が

多
い
が
、
戦
災
や
都
市
計
画

な
ど
で
街
並
を
変
え
、
中
世

の
遺
構
を
残
す
も
の
は
少
な

い
。
一
乗
谷
は
焼
亡
後
、
水

田
化
さ
れ
た
こ
と
が
幸
い

し
、
約
四
百
年
の
ち
に
当
時

と
ほ
ぼ
同
じ
形
で
発
掘
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
乗
谷

は
足
羽
川
の
支
流
の
一
乗
谷

川
に
沿
っ
た
帯
状
の
平
地

と
、
両
側
の
山
よ
り
形
成
さ

れ
る
。
こ
の
一
乗
谷
川
の
上

流
の
一
乗
滝
で
、
朝
倉
家
の

剣
術
指
南
役
、
富
田
勢
源
の

高
弟
、
佐
々
木
小
次
郎
が
秘

剣
「
つ
ば
め
返
し
」
を
編
み

だ
す
。
一
乗
谷
に
は
山
城
や

出
城
が
い
く
つ
も
築
か
れ
、

堅
固
に
防
御
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
城
山
の
宿
直
跡
か
ら

は
福
井
平
野
が
一
望
で
き

る
。
一
乗
谷
初
代
の
孝
景
が

文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
に

城
を
築
い
た
時
は
、
平
野
部

で
は
斯
波
氏
や
甲
斐
氏
の
勢

力
が
強
く
、
ま
た
長
年
の
一

向
一
揆
と
の
抗
争
も
あ
り
、

防
衛
に
適
し
た
地
が
選
ば
れ

た
の
だ
。

孝
景
は
、
有
力
家
臣
の
城

下
集
住
政
策
や
、
能
力
の
あ

る
者
は
身
分
を
問
わ
ず
に
登

用
す
る
な
ど
の
優
れ
た
家
訓

を
残
し
、
朝
倉
繁
栄
の
礎
を

築
い
た
。
一
乗
谷
は
当
時
と

し
て
は
先
進
的
な
都
市
計
画

に
よ
り
造
ら
れ
、
朝
倉
館
を

中
心
と
し
て
、
武
家
屋
敷
、

寺
院
、
町
屋
な
ど
が
整
然
と

建
ち
並
ん
で
い
た
。
応
仁
の

乱
に
よ
り
疲
弊
し
た
京
よ
り

多
く
の
貴
人
が
訪
れ
、
こ
の

地
に
京
文
化
を
も
た
ら
し

た
。
ま
た
、
流
通
も
盛
ん
で
、

中
国
、
朝
鮮
、
タ
イ
製
の
陶

器
や
イ
ス
ラ
ム
製
の
ガ
ラ
ス

も
発
見
さ
れ
て
い
る
。

現
在
の
一
乗
谷
は
町
並
の

一
部
が
復
元
さ
れ
、
発
掘
調

査
で
検
出
さ
れ
た
石
垣
や
礎

石
を
そ
の
ま
ま
用
い
、
柱
や

壁
も
出
土
し
た
遺
物
に
基
づ

き
再
現
さ
れ
て
い
る
。
遺
跡

内
に
は
い
く
つ
も
の
庭
園
が

あ
る
。
中
で
も
義
景
が
溺
愛

し
た
側
室
の
少
将
の
館
跡
庭

園
は
、
こ
の
谷
で
最
大
で
高

さ
四
メ
ー
ト
ル
を
超
す
巨
石

を
用
い
た
豪
壮
な
滝
石
組
が

見
ら
れ
る
。
私
が
一
乗
谷
を

訪
れ
た
平
成
十
二
年
四
月
十

六
日
は
満
開
の
桜
で
あ
っ

た
。

永
禄
十
一
年（
一
五
六
八
）

春
に
は
、
一
乗
谷
南
陽
寺
庭

園
に
お
い
て
、
後
に
十
五
代

将
軍
と
な
る
足
利
義
昭
を
招

い
て
観
桜
の
宴
が
催
さ
れ

た
。
そ
の
中
に
は
若
き
日
の

明
智
光
秀
も
い
た
。
後
に
光

秀
は
義
昭
の
使
者
と
し
て
信

長
に
初
見
参
す
る
こ
と
と
な

る
。
義
昭
は
そ
の
年
の
七
月

に
は
一
乗
谷
を
去
り
、
岐
阜

の
信
長
を
頼
り
九
月
に
念
願

の
上
洛
を
果
た
し
た
。
や
が

て
義
昭
は
信
長
と
不
和
と
な

り
、
浅
井
、
朝
倉
、
本
願
寺
、

毛
利
、
武
田
ら
に
内
書
を
送

り
、
信
長
包
囲
網
を
形
成
す

る
が
、
こ
と
ご
と
く
破
れ
、

つ
い
に
は
追
放
さ
れ
室
町
幕

府
は
終
焉
を
迎
え
る
。
光
秀

は
天
正
十
年
（
一
五
八
二
）

六
月
に
信
長
を
本
能
寺
に
急

襲
し
、
業
火
の
中
で
自
刃
さ

せ
る
。
一
乗
谷
焼
失
か
ら
九

年
の
の
ち
で
あ
っ
た
。

本
紙
一
九
九
八
年
二
月
号
の
「
会
員
リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ
」

で
、
私
は
「
国
歌
と
国
旗
」
の
タ
イ
ト
ル
で
書
い
た
。
主
と

し
て
国
歌
に
つ
い
て
私
感
を
述
べ
た
が
、
今
回
執
筆
順
が
き

て
奇
し
く
も
「
神
の
国
」「
国
体
」
さ
わ
ぎ
で
あ
る
。
や
め

よ
う
か
な
と
も
躊
躇
し
た
が
、
類
似
の
話
な
の
で
成
り
行
き

上
で
書
く
こ
と
に
し
た
。

不
勉
強
で
、
神
道
政
治
連
盟
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
の

で
調
べ
て
み
た
ら
、
一
九
六
九
年
（
昭
和
四
十
四
年
）
に
神

社
本
庁
の
運
動
で
結
成
さ
れ
た
日
本
最
大
の
宗
教
法
人
で
、

現
在
会
員
八
万
人
を
擁
し
、
翌
一
九
七
〇
年
に
同
連
盟
の
議

員
懇
談
会
が
生
ま
れ
、
現
在
は
自
民
党
国
会
議
員
の
三
分
の

二
が
所
属
し
て
い
る
と
い
う
。

そ
の
基
本
理
念
は
驚
く
な
か
れ
、
皇
室
の
伝
統
と
尊
厳
を

守
る
と
あ
り
、
関
わ
る
政
治
活
動
は
国
旗
・
国
歌
法
、
天
皇

在
位
記
念
式
典
、
昭
和
の
日
制
定
、
北
方
領
土
問
題
、
そ
し

て
自
主
憲
法
へ
の
改
憲
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
団
体
の
顧
問
を
し
て
い
た
首
相
の
リ
ッ
プ
・

サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
中
立
的
な
立
場
か
ら
、
発
言

全
文
を
読
ん
で
み
て
の
感
想
を
述
べ
る
と
「
・
・
・
政
府
側

の
及
び
腰
を
し
っ
か
り
と
前
面
に
出
し
て
、
日
本
の
国
は
ま

さ
に
天
皇
を
中
心
と
し
て
い
る
神
の
国
で
あ
る
ぞ
と
国
民
の

皆
さ
ん
に
し
っ
か
り
承
知
し
て
い
た
だ
く
・
・
・
」
は
話
の

前
半
で
飛
び
出
し
た
が
、
後
半
の
三
分
の
二
は
人
の
生
命
の

大
切
さ
と
道
徳
心
を
、
い
か
な
る
信
仰
で
あ
っ
て
も
よ
い
か

ら
、
と
り
わ
け
青
少
年
の
教
育
に
お
い
て
覚
え
て
も
ら
い
、

秩
序
あ
る
地
域
社
会
を
築
い
て
い
き
た
い
と
の
主
旨
で
あ
っ

た
。
こ
の
理
念
に
つ
い
て
は
私
は
基
本
的
に
異
存
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、「
神
の
国
」
で
内
外
に
勇
名
を
馳
せ
て
一
カ

月
も
経
た
ぬ
う
ち
に
今
度
は
「
・
・
・
そ
ん
な
政
党
と
ど
う

や
っ
て
日
本
の
安
全
を
、
日
本
の
〝
国
体
〞
を
守
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
」
が
出
た
。
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
微
妙
で
単

に
〝
国
家
の
体
制
〞
な
ど
と
も
読
め
る
が
、
辞
典
数
冊
を
ひ

い
て
み
た
〝
国
体
〞
の
意
味
は
、「
主
権
又
は
統
治
権
の
所

在
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
国
家
の
形
態
で
、
君
主
制
、
共
和

制
な
ど
」
と
あ
る
。
厳
密
な
解
釈
を
す
れ
ば
や
は
り
君
主
制

で
あ
る
日
本
の
国
体
の
意
味
と
と
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
度
の
一
連
の
首
相
発
言
を
よ
く
分
析
す
れ
ば
、
に
わ

か
に
結
論
を
出
し
が
た
い
が
、
お
お
か
た
の
日
本
国
民
や
世

界
の
人
々
が
片
言
隻
語
を
と
ら
え
て
問
題
視
す
る
の
も
当
然

で
あ
る
。「
日
本
ヨ
イ
国
、
強
イ
国
、
世
界
ニ
カ
ガ
ヤ
ク
エ

ラ
イ
国
」（
文
部
省
教
科
書
）
な
ど
と
い
う
誇
大
妄
想
政
権

が
戻
ら
な
い
よ
う
、
祈
る
の
み
で
あ
る
。

囲 碁 
■出題者 

　七段  向井富治 （金沢市・内科） 

（解答は３面にあります） 

私の実戦に出来ました。 
黒番です。 
詰碁の基本的な形です。 

こ
の
店
は
、
金
沢
市
八
日
市

町
の
大
通
り
か
ら
小
路
を
入
っ

て
す
ぐ
の
所
に
あ
り
、
北
国
銀

行
押
野
支
店
を
目
安
に
す
る

と
、
ち
ょ
う
ど
銀
行
の
裏
に
あ

た
り
ま
す
。
二
年
前
に
普
通
の

住
宅
を
料
理
屋
に
改
築
し
た
そ

う
で
、
店
の
中
は
カ
ウ
ン
タ
ー

席
と
座
敷
に
テ
ー
ブ
ル
が
少
し

置
か
れ
た
だ
け
の
と
て
も
こ
じ

ん
ま
り
と
し
た
造
り
で
し
た
。

午
後
七
時
半
ち
ょ
う
ど
に
本

日
の
参
加
者
九
人
全
員
が
集
ま

り
、
各
自
自
己
紹
介
し
た
あ
と

生
ビ
ー
ル
で
乾
杯
し
ま
し
た
。

本
日
の
メ
ニ
ュ
ー
は
和
風
懐
石

料
理
で
す
が
、
タ
ラ
バ
ガ
ニ
の

ス
テ
ー
キ
な
ど
マ
ス
タ
ー
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
洋
風
料
理
も
あ
り
、

ど
の
料
理
も
何
か
一
工
夫
ほ
ど

こ
さ
れ
た
も
の
ば
か
り
で
し

た
。
特
に
紺
谷
先
生
お
勧
め
の

だ
し
巻
き
玉
子
は
、
絶
品
で
し

た
。今

回
は
、
名
誉
会
長
の
後
藤

田
先
生
が
熱
海
市
か
ら
ご
出
席

さ
れ
、
高
松
会
長
を
は
じ
め
粟

野
利
雄
先
生
や
藤
田
士
郎
先
生

ら
が
、
保
険
医
協
会
の
創
立
当

時
の
貴
重
な
話
を
披
露
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
後
話
題

は
、各
先
生
方
の
趣
味
に
移
り
、

藤
田
先
生
の
空
手
の
話
、
花
園

医
院
の
木
下
勝
先
生
の
エ
ア
ロ

ビ
ク
ス
の
話
、
紺
谷
先
生
の
海

外
旅
行
の
話
な
ど
、
今
後
の
保

険
医
新
聞
の
記
事
に
な
り
そ
う

な
ネ
タ
が
た
く
さ
ん
出
て
き

て
、
私
も
集
中
し
て
聞
き
入
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

最
後
に
カ
シ
ス
シ
ャ
ー
ベ
ッ

ト
を
食
べ
、
ふ
と
気
が
つ
く
と

時
計
は
も
う
十
時
半
に
な
ろ
う

と
し
て
お
り
、
時
の
た
つ
の
を

忘
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
楽
し
い
ひ

と
と
き
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
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紺谷　信夫（松任市・内科） 
① 

福井県・一乗谷へ 
会員リレーエッセイ ◆◆16◆◆

楽
し
く
て
、お
い
し
く
て 

「
一
香
」
で
時
を
忘
れ
て 

牛
村
　
繁（
金
沢
市
・
眼
科
） 

「一香」で開かれた春の食べ歩き会
TEL（076）241‐1077

復元された町並みの中に佇む紺谷信夫先生。石垣や礎石を
そのまま用いており道幅なども当時を正確に再現している。

「
神
の
国
」・
「
国
体
」

安
藤
　
良
一
（
金
沢
市
・
内
科
）




